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華
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一
　

は
じ
め
に

一
　

ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー

）
1
（

が
歿
し
て
二
十
年
以
上
経
つ
。
そ
の
間
ヴ
ィ
ー
ン

に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
協
会
が
設
立
さ
れ
、
隔
年
ご
と
に
国
際
記
念
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
て
い
る

）
2
（

。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
特
徴
的
な
列
福
運
動
も
開

始
さ
れ
た
。
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
著
作
集
の
刊
行
も
開
始
さ
れ
た

）
3
（

。

現
在
ま
で
（
二
〇
〇
六
年
十
二
月
現
在
）
六
巻
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
以

下
に
先
ず
掲
載
す
る
。

Johannes M
essner A

usgew
ählte W

erke
 hrsg. von A

nton R
auscher 

und R
udolf W

eiler in Verbindung m
it A

lfred K
lose und W

olfgang 

Schm
itz, Verlag für G

eschichte und Politik W
ien u. Verlag O

ldenbourg 

M
ünchen.

B
and 1: K

ulturethik m
it G

rundlegung durch P
rinzipienethik 

und Persönlichkeitsethik
, eingeleitet von A

lfred K
lose und R

udolf 
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W
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ien-M
ünchen 2001. X

IX
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B
an
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rühe Schriften

: W
. H

ohoffs M
arxism

us. S
tudien zur 

E
rkenntnislehre der nationalökonom

ischen T
heorie. Sozialökonom

ik 

und Sozialethik, eingeleitet von A
nton R

auscher, W
ien-M

ünchen 

2002. X
X

X
, 149S.

B
and 3: Spirituelle Schriften

: D
as W

agnis des C
hristen

（In der 

K
elter G

ottes

）. D
as U

nbefleckte H
erz

－Litanei und B
etrachtungen nach 

K
ardinal J. H

. N
ew

m
an und M

. J. Scheeben, eingeleitet von Senta 

R
eichenpfader, W

ien-M
ünchen 2002. X

X
IV, 156S.

B
and 4: W

idersprüche in der m
enschlichen E

xistenz
: Tatsachen, 

Verhängnisse, H
offnungen, eingeleitet von A

nton R
auscher, W

ien-

M
ünchen 2002. X

V
I, 424S.

B
and 5: Vom

 Sinn der m
enschlichen G

esellschaft: D
as G

em
einw

ohl. 

D
u und der andere, eingeleitet von W

olfgang Schm
itz, W

ien-M
ünchen 

2003. X
X

V
I, 324S.

B
and 6: M

enschenw
ürde und M

enschenrecht: A
usgew

ählte A
rtikel, 

eingeleitet von A
nton R

auscher und R
udolf W

eiler, W
ien-M

ünchen 

2004. X
, 340S.

　

著
作
集
の
第
一
巻『
文
化
倫
理
学
』は
一
九
五
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
メ
ス
ナ
ー

の
主
著
の
一
冊
で
あ
り
、
も
う
一
冊
の
主
著
で
あ
る
『
自
然
法
』（
一
九
五
〇
年

に
初
版
及
び
第
二
版
、
一
九
五
八
年
に
第
三
版
及
び
第
四
版
、
一
九
六
六
年
に
第
五
及
び
第

六
版
が
、
何
れ
も
テ
ィ
ロ
リ
ア
出
版
社
か
ら
公
刊
さ
れ
て
い
る

）
4
（

。）
は
、
メ
ス
ナ
ー
歿
後

間
も
な
く
ベ
ル
リ
ン
に
て
ド
ゥ
ン
カ
ー
・
フ
ン
ブ
ロ
ー
ト
社
か
ら
復
刻
さ
れ
た
。

Johannes M
essner, D

as N
aturrecht. H

andbuch der G
esellschaftsethik, 

Staatsethik und W
irtschaftsethik, unveränderte 7. A

ufl., B
erlin 1984, 

1372S.

二
　

本
稿
で
主
に
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
は
、
二
〇
〇
四
年
に
刊
行

さ
れ
た
著
作
集
第
六
巻
に
収
録
さ
れ
た
後
半
の
幾
つ
か
の
論
文
で
あ
る
。
本
巻

に
は
、
一
九
五
二
年
の
「
経
済
理
論
か
そ
れ
と
も
福
祉
理
論
か
？
」
に
始
ま
り

一
九
八
一
年
の
「
自
然
法
倫
理
学
に
寄
せ
て
」
ま
で
の
一
九
篇
の
論
文
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
容
易
に
入
手
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
含
め

て
、
纏
ま
っ
た
形
で
公
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
メ
ス
ナ
ー
研
究
者
は
固
よ

り
、
伝
統
的
自
然
法
論
に
関
心
を
有
す
る
者
に
と
っ
て
は
有
り
難
い
。
こ
れ
ら

諸
論
文
は
、
メ
ス
ナ
ー
の
年
齢
で
言
え
ば
、
六
十
歳
か
ら
九
十
歳
位
ま
で
に
執

筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
内
で
も
最
晩
年
、
言
い
換
え
れ
ば
、
八
十

歳
を
越
え
た
時
分
か
ら
メ
ス
ナ
ー
が
関
心
を
寄
せ
て
い
た
問
題
が
、
人
権
、
人

間
の
尊
厳
、
法
と
正
義
、
自
然
法
の
進
化
発
展
及
び
そ
の
認
識
、
そ
う
し
た
法

哲
学
で
も
最
も
困
難
な
問
題
群
を
扱
っ
て
い
る
の
が
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。

又
、
賃
金
の
正
義
を
扱
っ
た
論
文
が
含
ま
れ
る
の
も
関
心
を
呼
び
起
こ
す
で
あ

ろ
う
。
本
論
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
法
哲
学
固
有
の
問
題
に
照
準
を
絞
っ
て
紹

介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
　

ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
著
作
集
第
六
巻
の
構
成

三
　

メ
ス
ナ
ー
の
論
文
集
と
し
て
は
、
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
退
官
後
の
凡
そ
十
年

間
、
即
ち
、
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
四
年
ま
で
に
公
刊
さ
れ
た
諸
論
文
か
ら
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二
六
篇
を
選
ん
で
ま
と
め
ら
れ
た
論
文
集
が
出
版
さ
れ
て
い
た
。

　

『
倫
理
（
学
）
と
社
会
』（E

thik und G
esellschaft- A

ufsätze 1965― 1974, 

K
öln 1975, 425S.

）

　

こ
の
度
、
そ
れ
と
は
別
に
こ
の
時
期
を
含
む
一
九
五
二
年
か
ら
一
九
八
一
年

の
三
十
年
間
に
公
刊
さ
れ
た
論
文
一
九
篇
が
一
冊
に
纏
め
ら
れ
た
訳
で
あ
る

（
但
し
、A

bh. 5

、A
bh. 7

、A
bh. 8

及
び A

bh. 11

の
四
篇
は
上
掲
論
文
集
に
既
に
収
録
さ

れ
て
い
る
）
。
こ
こ
で
改
め
て
、
第
六
巻
の
全
体
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と

が
便
宜
で
あ
ろ
う
。
各
論
文
の
原
語
は
省
略
し
て
、訳
出
し
て
紹
介
す
る
。
又
、

本
論
文
集
か
ら
引
用
す
る
際
の
出
所
明
示
方
法
は
、（A

bh. 2, S. 18

）
の
如
く

本
文
中
に
括
弧
書
き
に
て
略
記
す
る
。

「
経
済
理
論
か
そ
れ
と
も
福
祉
理
論
か
？
」
一
九
五
二
年
（A

bh. 1

と
略
記
）

「
現
代
社
会
学
と
ス
コ
ラ
的
自
然
法
」
一
九
六
一
年
（A

bh. 2

と
略
記
）

「
自
然
法
原
理
は
内
容
空
虚
な
定
式
で
あ
る
か
？
」
一
九
六
五
年
（A

bh. 3

と

略
記
）

「
自
然
法
と
社
会
神
学
」
一
九
六
六
年
（A

bh. 4

と
略
記
）

「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
多
元
主
義
に
お
け
る
共
同
善
」
一
九
六
八
年
（A

bh. 5

と
略
記
）

「
私
有
財
産
の
制
度
と
機
能
」
一
九
七
〇
年
（A

bh. 6

と
略
記
）

「
社
会
倫
理
規
範
の
必
要
性
と
能
力
」
一
九
七
〇
年
（A

bh. 7

と
略
記
）

「
論
争
の
最
中
に
あ
る
自
然
法
」
一
九
七
一
年
（A

bh. 8

と
略
記
）

「
国
際
法
学
と
歴
史
哲
学
」
一
九
七
一
年
（A

bh. 9

と
略
記
）

「
能
力
主
義
社
会―

問
題
、予
測
、目
論
見
」
一
九
七
三
年
（A

bh. 10

と
略
記
）

「
多
元
主
義
社
会
の
法
治
国
家
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
理
念
」
一
九
七
四
年

（A
bh. 11

と
略
記
）

「
人
権
の
基
礎
づ
け
」
一
九
七
六
年
（A

bh. 12

と
略
記
）

「
人
間
の
尊
厳
と
は
何
か
？
」
一
九
七
七
年
（A

bh. 13

と
略
記
）

「
人
間
の
尊
厳
と
人
権
」
一
九
七
七
年
（A

bh. 14

と
略
記
）

「
法
と
正
義
」
一
九
七
八
年
（A

bh. 15

と
略
記
）

「
倫
理
的
・
法
的
意
識
の
発
展
に
お
け
る
世
界
史
的
な
る
も
の
と
救
済
史
的
な

る
も
の
」
一
九
八
〇
年
（A

bh. 16

と
略
記
）

「
発
展
す
る
自
然
法
」
一
九
八
〇
年
（A

bh. 17

と
略
記
）

「
現
代
の
賃
金
正
義
」
一
九
八
一
年
（A

bh. 18

と
略
記
）

「
自
然
法
倫
理
学
に
寄
せ
て
」
一
九
八
一
年
（A

bh. 19

と
略
記
）

四
　

以
上
の
論
題
を
眺
め
て
み
て
直
ち
に
気
づ
く
点
は
、
そ
れ
ら
殆
ど
総
て
が

真
正
面
か
ら
法
哲
学
上
の
重
要
問
題
を
取
り
上
げ
て
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
社
会
倫
理
学
な
い
し
伝
統
的
自
然
法
倫
理
学

）
5
（

の
な
か
で
も
法
哲
学
上
の
重
要
論
題
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
先
ず
確
認
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
無
論
こ
れ
ら
総
て
に
わ
た
っ
て
報
告
解
説

を
施
そ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。言
及
さ
れ
な
い
論
文
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

言
及
す
る
と
し
て
も
、
立
ち
入
っ
た
考
察
に
到
ら
な
い
こ
と
も
十
分
予
想
さ
れ

る
。
何
れ
に
せ
よ
、
私
と
し
て
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
が
そ
の
法
哲
学
者

並
び
に
社
会
倫
理
学
者
と
し
て
重
視
し
て
終
生
問
い
続
け
た
と
思
わ
れ
る
問
題

に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
意
味
を
問
う
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
本
書
所
収
論
文
の
う
ち
比
較
的
古
い
時
代
（
と
い
っ
て
も
メ
ス
ナ
ー
七
十
歳

前
後
の
著
作
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
）
に
書
か
れ
た
も
の
を
一
部
参
照
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
後
半
を
語
る
上
で
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
限
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り
に
お
け
る
紹
介
に
限
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
必
要
最
小
限

は
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
　

自
然
法
の
存
在
と
認
識

三―

1
　

法
の
存
立
状
態
と
し
て
の
自
然
法

五
　

自
然
法
理
論
、
そ
れ
も
メ
ス
ナ
ー
の
用
語
で
は
「
伝
統
的
自
然
法
論
」
と

好
ん
で
呼
ば
れ
た
立
場

）
6
（

は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
ス
コ
ラ
的
自
然
法
」と
か「
カ

ト
リ
ッ
ク
自
然
法
論
」
と
か
呼
ば
れ
る
思
想
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
語

義
の
詮
索
は
行
わ
な
い

）
7
（

。
伝
統
的
自
然
法
論
が
解
す
る
自
然
法
と
は
何
で
あ
る

か
。
先
ず
こ
れ
を
記
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
第
一
に
「
法
の
存
立
状
態
」
で

あ
り
、
第
二
に
「
学
問
」
で
あ
る

）
8
（

（A
bh. 2, S. 18

）。
そ
れ
ぞ
れ
が
二
側
面
を

有
す
る
。
第
一
の
法
の
存
立
状
態
に
就
い
て
み
れ
ば
、
法
規
範
の
総
体
と
い
う

側
面
と
法
権
限
な
い
し
権
利
の
総
体
と
い
う
側
面
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
客
観

法
と
主
観
法
の
夫
々
の
総
体
が
法
の
存
立
状
態
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
第
二
の
学
問
に
就
い
て
み
れ
ば
、
法
哲
学
及
び
法
倫
理
学
と
い
う
法
と
正

義
を
論
ず
る
基
礎
学
問
的
側
面
と
人
間
社
会
の
諸
領
域
に
基
礎
学
に
よ
っ
て
解

明
提
供
さ
れ
た
諸
原
理
を
適
用
し
具
体
的
な
社
会
形
成
に
寄
与
す
る
と
い
う
側

面
が
見
ら
れ
る
。
詰
り
、
メ
ス
ナ
ー
に
お
い
て
は
「
自
然
法
」
と
い
う
一
語
で

少
な
く
と
も
自
然
法
の
存
在
と
そ
の
認
識
及
び
応
用
実
践
と
が
と
も
に
理
解
さ

れ
て
い
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
は
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
存
在
と

認
識
、
或
い
は
対
象
と
そ
の
認
識
を
混
同
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
メ
ス
ナ
ー

は
、
区
別
し
た
上
で
尚
且
つ
、
そ
れ
ら
の
緊
密
性
を
考
慮
に
入
れ
て
、
意
図
的

に
同
一
用
語
に
そ
れ
ら
二
重
の
意
味
を
担
わ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。そ
の
点
で
は
、

同
じ
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
の
国
際
法
学
者
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
が
こ
れ

を
表
現
上
も
意
識
的
に
区
別
し
よ
う
と
し
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る

）
9
（

。（
と
言
っ

て
も
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
附
言
し
て
お
く
と
、
両
者
は
基
本
的
に
同
じ
立
場
で
あ
る
。

敢
え
て
推
測
す
る
な
ら
ば
、
一
度
は
ケ
ル
ゼ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
に
と
っ
て
は
、

概
念
の
区
別
に
神
経
を
尖
ら
す
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
詰
り
、
彼
は
転
向
ト
ミ

ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
メ
ス
ナ
ー
は
一
貫
し
て
ト
ミ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
尚
、
言
う

ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
自
己
申
告
し
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
或
い
は
又
、
字
面
だ
け
か

ら
思
想
及
び
学
問
的
な
位
置
づ
け
が
出
来
よ
う
筈
が
な
い
。）

六
　

法
規
範
の
総
体
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
倫
理

的
・
法
的
意
識
の
根
本
原
理
の
総
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
我
々
人
間
が
自

ら
の
法
良
心
に
よ
っ
て
確
知
し
て
い
る
基
本
的
法
命
題
で
あ
る
。
そ
の
最
高
原

理
は
「
各
人
に
彼
の
も
の
を
帰
す
べ
し
」（das suum

 cuique, suum
 cuique 

tribuere

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
彼
の
も
の
」das suum

と
言
わ
れ
て
い
る
も

の
は
財
産
上
の
要
求
権
に
限
定
さ
れ
ず
、人
間
の
あ
ら
ゆ
る
権
利
に
連
関
す
る
。

と
り
わ
け
不
可
侵
の
も
の
と
し
て
自
然
法
に
よ
り
擁
護
さ
れ
る
「
彼
の
も
の
」

に
属
す
る
い
わ
ゆ
る
人
権
を
想
起
さ
れ
た
い

）
10
（

（A
bh. 16, S. 287

）。
更
に
「
契

約
は
遵
守
さ
る
べ
し
」、「
適
法
な
権
威
に
は
従
う
べ
し
」
と
い
っ
た
法
規
範
が

確
認
さ
れ
る

）
11
（

（A
bh. 2, S. 19

）。

七
　

法
実
証
主
義
は
自
然
法
の
法
的
存
在
性
格
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
。
主
要

な
論
拠
は
「
強
制
力
」
の
欠
落
に
求
め
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
立
場
は
物

理
的
強
制
力
に
裏
打
ち
さ
れ
た
国
家
法
の
み
を
法
と
し
て
承
認
す
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
し
か
し
メ
ス
ナ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
が

）
12
（

（A
bh. 2, S. 19

）、
全
体
主
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義
国
家
に
対
し
て
為
さ
れ
た
抵
抗
は
法
良
心
に
よ
っ
て
自
然
法
な
い
し
自
然
権

が
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

）
13
（

。
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ャ
ン
ベ
ッ
ク
は
、

東
欧
革
命
に
連
関
し
て
同
じ
こ
と
を
語
っ
た
。
否
、
実
証
主
義
の
代
表
と
看
做

さ
れ
る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
で
さ
え
、
法
と
古
来
の
慣
習
法
を
無
視
す
る
と
き
に

諸
侯
は
国
家
を
失
い
始
め
て
い
る
と
の
見
解
を
採
っ
て
い
た
、
と
メ
ス
ナ
ー
は

警
告
し
て
い
る
（A

bh. 2, S. 19, A
bh. 3, S. 70

）。

八
　

自
然
法
の
内
容
を
告
げ
る
良
心
（die R

echtsnorm
en des natürlichen 

R
echtsgew

issens

の
意
訳
。
直
訳
す
れ
ば
「
自
然
的
法
良
心
の
法
規
範
」）
は
内
容
空
虚

で
し
か
な
い
と
主
張
す
る
向
き
が
あ
る
（
例
え
ば
、
E
・
ト
ー
ピ
ッ
チ
ュ
、
J
・
ザ

ウ
タ
ー
等
）
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
。
人
間
の
根
本
現
実
を
踏
ま
え
る

姿
勢
の
あ
る
者
の
目
に
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
観
念
世
界
で
概
念
的
遊
戯

に
か
か
ず
ら
う
こ
と
の
な
い
愚
夫
愚
婦
の
目
に
は
、
そ
う
は
映
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
人
間
は
そ
の
「
経
験
」
に
よ
っ
て
自
然
法
的
法
規
範
の
認
識
に
到
る
。「
お

よ
そ
認
識
で
経
験
的
制
約
を
免
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
」（
ス
コ
ラ
学
で
は
一
般
に

次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。O

m
nis cognitio incipit a sensibus. 

或
い
は
、O

m
nis cognitio a 

sensu.

）
と
メ
ス
ナ
ー
は
言
う
。
こ
れ
は
重
要
で
あ
る
。「
正
義
原
理
を
我
々
が

認
識
す
る
に
到
る
の
は
、
人
間
の
原
共
同
体
、
即
ち
、
家
族
に
お
け
る
生
活
を

通
じ
て
で
あ
る
」（A
bh. 2, S. 20

）。
更
に
重
要
な
一
文
が
続
く
（A

bh. 2, S. 20. 

尚
、
後
出
第
三
八
節
を
も
併
せ
参
照
さ
れ
た
い
。）
。

認
識
問
題
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
最
初
か
ら
理
性
洞
察
と
事
態
洞
察

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
緊
密
に
結
合
さ
れ
て
お
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
相
互
に
制
約
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
、
子
供
は
自
分
の
も
の
で
な
い
も
の
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

学
び
、
後
に
な
っ
て
所
有
物
に
つ
い
て
誠
実
や
正
直
が
磐
石
で
な
け
れ
ば
家
族
共

同
体
の
秩
序
と
平
和
が
可
能
で
な
い
こ
と
を
知
る
。

こ
こ
で
は
未
だ
学
問
的
な
反
省
的
で
概
念
化
的
な
認
識
が
語
ら
れ
て
い
る
訳
で

は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
人
間
の
認
識
に
つ
い
て
基
礎
的
で
重
要
な
指
摘

が
行
わ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
14
（

。
現
象
学
者
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

が
、
そ
れ
ら
認
識
は
、
科
学
（
学
問
）
の
す
べ
て
の
象
徴
が
そ
れ
な
し
で
は
意

味
内
容
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
「
世
界
経
験
」expérience du m

onde

に
由
来
す
る
と
言
い
、
科
学
（
学
問
）
的
認
識
の
意
味
と
射
程
を
厳
密
に
測
量

す
る
た
め
に
は
例
の
世
界
経
験
に
返
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
詰
り
、
学
問
が
そ
の

世
界
経
験
の
二
次
的
表
現
で
し
か
な
く
、
世
界
経
験
に
就
い
て
は
学
問
の
ど
の

よ
う
な
思
惟
で
あ
っ
て
も
抽
象
的
で
し
か
な
く
、
学
問
上
の
あ
ら
ゆ
る
認
識

の
前
提
と
な
っ
て
い
る
経
験
こ
そ
が
凡
そ
何
ら
か
の
正
当
な
学
問
的
「
説
明
」

explications

の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
と
語
る
と
き

）
15
（

、
伝
統
的
自
然
法
論
と

符
合
し
て
い
る
（A

bh. 7, S. 131f.

）。

九
　

諸
権
利
な
い
し
諸
権
限
の
総
体
と
し
て
の
自
然
法
に
つ
い
て
略
述
し
よ

う
。
こ
の
諸
権
利
の
総
体
は
「
自
己
責
任
を
伴
う
人
間
本
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ

た
個
々
人
並
び
に
社
会
の
固
有
権
限
の
秩
序
」
で
あ
る
の
で

）
16
（

、
個
人
権
の
み
な

ら
ず
、
共
同
体
の
権
利
、
家
族
の
権
利
、
少
数
民
族
の
権
利
、
国
家
の
権
利
等

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
国
家
と
呼

ば
れ
る
人
間
集
団
組
織
体
に
は
特
別
の
目
的
が
人
間
の
社
会
的
本
性
に
定
礎
さ

れ
て
客
観
的
に
与
え
置
か
れ
て
い
る

）
17
（

（A
bh. 2, S. 22

）。
我
々
は
人
間
の
存
在

論
的
構
造
に
由
来
す
る
制
度
の
倫
理
的
目
的
性
格
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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一
〇
　

こ
こ
で
存
在
と
認
識
の
境
界
領
域
に
我
々
は
立
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
即
ち
、
存
在
の
現
実
に
融
合
し
つ
つ
洞
見
し
て
い
る
「
前
学
問
的
な

知
」
か
ら
「
学
問
的
な
知
」
に
移
行
す
る
境
域
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
自
然
理
性

に
よ
る
法
洞
察
が
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
前
学
問
的
な
認
識
」
が
、
し
か

も
、「
一
般
的
な
法
真
理
並
び
に
日
常
の
単
純
な
状
況
下
で
そ
の
適
用
に
つ
い

て
の
人
間
理
性
に
固
有
の
認
識
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

）
18
（

。
そ
れ
は
内
的
経
験

と
外
的
経
験
と
を
提
供
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
学
問
の
一
般
的
な
根
本
課
題
が
発

生
す
る
。
即
ち
、
内
的
・
外
的
な
経
験
事
実
の
多
面
的
多
層
的
な
徹
底
的
な
探

求
と
い
う
課
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
自
然
法
論
と
の
連
関
で
こ
れ
を
考
え
る
な
ら

ば
、
と
く
に
内
的
経
験
な
い
し
意
識
事
実
、
そ
れ
も
殊
に
倫
理
的
・
法
的
意
識

の
事
実
が
重
要
と
な
っ
て
く
る

）
19
（

。
そ
れ
は
即
ち
、
良
心
洞
察
と
良
心
法
則
と
い

う
現
実
で
あ
る

）
20
（

（A
bh. 2, S. 24― 25

）。

三―

2
　

学
問
と
し
て
の
自
然
法

一
一
　

と
こ
ろ
で
、
学
問
と
し
て
の
自
然
法
に
就
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
れ
に
も
二
側
面
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
簡
潔
に
、
基
礎
探
求
と

応
用
学
問
と
メ
ス
ナ
ー
自
身
に
よ
っ
て
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
（A

bh. 2, S. 

28 u. 33.

）。
基
礎
探
求
を
目
指
す
自
然
法
（
論
）
は
、「
法
及
び
自
然
権
の
本

質
、
存
在
根
拠
、
決
定
根
拠
の
解
明
」
を
主
要
課
題
と
す
る
。
こ
の
問
題
に
関

し
て
メ
ス
ナ
ー
が
ト
マ
ス
や
ト
ミ
ス
ト
に
連
関
し
て
下
し
て
い
る
評
価
は
微
妙

で
あ
る
。
彼
等
は
人
間
の
理
性
的
本
性
と
い
う
事
実
を
余
り
に
も
無
造
作
に
受

容
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
人
間
本
性
の
心
理
学
的
な
素
質
が
重
視
さ
れ

る
こ
と
に
な
る

）
21
（

。
し
か
し
、
法
や
権
利
の
決
定
根
拠
な
い
し
規
準
を
探
求
す
る

た
め
に
は
存
在
根
拠
の
解
明
が
前
提
と
な
る
（
換
言
す
る
と
、
法
や
権
利
或
い
は
倫

理
の
存
在
根
拠
の
解
明
が
な
さ
れ
て
後
初
め
て
そ
の
決
定
根
拠
な
い
し
基
準
を
探
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
又
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
連
関
す
る
問
題
に
就
い
て
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
神
学
者
フ
ラ
ン
ツ
・
ベ
ッ
ク
レ
の
見
解
を
、
第
五
〇
節
以
下
に
お
い
て
批

判
的
に
考
察
す
る
）
。
そ
こ
で
先
ず
、
人
間
本
性
の
作
用
様
態
、
詰
り
自
然
法
を

存
在
論
的
に
瞥
見
し
て
み
る
と
、
家
族
と
い
う
共
同
体
の
中
で
、
父
と
し
て
母

と
し
て
子
と
し
て
、
人
間
は
自
ら
の
本
性
固
有
の
相
互
的
な
愛
と
配
慮
の
傾
動

に
押
し
促
さ
れ
て
共
同
体
秩
序
へ
と
到
る
の
で
あ
る

）
22
（

（A
bh. 2, S. 29f., 44f.; 

A
bh. 3, S. 58― 64; A

bh. 7, S. 126― 128, 136― 139; A
bh. 8, S. 148― 150; A

bh. 

12, S. 239f.; A
bh. 13, S. 253 u. a. m

.

）。
そ
こ
に
お
い
て
、
共
同
体
秩
序
に

固
有
な
諸
原
理
、
即
ち
、
誠
実
、
信
義
、
正
直
、
感
謝
、
服
従
な
ど
（E

hrlichkeit, 

Treue, W
ahrhaftigkeit, D

ankbarkeit, G
ehorsam

 usw
.

）、
そ
う
し
た
諸
原

理
が
体
験
さ
れ
つ
つ
学
ば
れ
る
。
そ
の
根
底
に
は
所
謂「
黄
金
律
」が
横
た
わ
っ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
黄
金
律
に
は
既
に
万
人
の
同
じ
人
間
の
尊
厳
が
含
ま
れ

て
い
る
（A

bh. 2, S. 29― 30, A
bh. 13, S. 251

）。
更
に
、
自
然
法
を
形
而
上

学
的
に
眺
め
て
み
る
と
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
「
人
間
精
神
の
自
然
的
形
而
上

学
」la m

étaphysique naturelle de l’ esprit hum
ain

と
し
て
経
験
さ
れ
る
形

而
上
学
的
前
経
験
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
と
し
て
、
例
え
ば
、

人
間
が
動
物
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
良
心
の
知
、
良
心
の
絶
対
的
命
令
の

知
、
無
条
件
的
義
務
の
知
、
死
後
の
存
続
（
霊
魂
不
滅
）
の
知
、
良
心
法
則
の

制
定
者
の
前
で
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
釈
明
、
そ
れ
故
、
究
極
的
に
は
創
造
者
の

知
が
挙
げ
ら
れ
る
。尤
も
、
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ば「
前
学
問
的
な
」知（A

bh. 2, S. 

24

）
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
的
形
而
上
学
的
な
考
察
・
吟
味
に
曝
さ
れ
な
く
て
は
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な
ら
な
い
（A

bh. 2, S. 30

）。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
前
学
問
的
な
形
而
上
学

的
知
な
く
し
て
は
、
そ
も
そ
も
形
而
上
学
自
体
が
存
在
し
得
な
く
な
る

）
23
（

。
こ
の

こ
と
は
充
分
自
覚
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
二
　

メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
特
徴
の
一
つ
は
、
自
然
法
論
を
含
め
て
人
間

の
活
動
は
、
ど
れ
ほ
ど
努
力
を
払
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
善
意
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
誤
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
私

は
思
う
（V

gl. z. B
. A

bh. 15, S. 278, 282

）。
そ
れ
で
も
悲
観
論
に
陥
る
こ
と

な
く
（
そ
の
根
底
に
は
、
人
間
本
性
と
根
本
悪
に
つ
い
て
の
中
庸
論
が
据
え
置
か
れ
て
い
る
。

第
四
節
参
照
。）
、
例
え
ば
、
人
間
本
性
に
直
接
由
来
す
る
基
本
諸
原
理
に
就
い

て
は
普
遍
的
な
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
と
一
応
区
別
さ

れ
る
適
用
の
具
体
的
歴
史
的
事
例
と
を
き
っ
ぱ
り
と
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ス
コ
ラ
自
然
法
論
で
は
、
第
一
次
自
然
法
と
第
二
次
自
然
法
と
か

原
理
自
然
法
と
応
用
自
然
法
と
し
て
区
別
し
て
考
察
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で

あ
る

）
24
（

。
詰
り
、
歴
史
上
の
実
定
法
に
お
け
る
誤
謬
や
大
い
に
異
な
る
法
典
が
現

に
存
在
し
て
き
た
と
は
言
え
、
そ
れ
で
も
万
人
の
根
本
的
な
法
洞
見
は
、
普
遍

的
で
あ
り
一
致
し
て
い
る
と
メ
ス
ナ
ー
は
主
張
す
る
。
そ
の
証
拠
に
、「
総
て

の
国
民
が
例
外
な
く
、
人
権
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
根
本
的
な
法
諸
原
理
を
人

間
の
自
然
的
法
理
性
及
び
人
間
の
尊
厳
に
一
致
す
る
も
の
と
看
做
す
に
至
ら
し

め
ら
れ
う
る
こ
と
を
誰
も
本
気
で
争
わ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
（A

bh. 2, S. 

31

）。

一
三
　

学
問
と
し
て
の
自
然
法
、
即
ち
自
然
法
論
の
第
二
課
題
と
は
、「
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
の
国
家
生
活
、
経
済
生
活
、
社
会
生
活
、
国
際
生
活
に
お
い
て
自

然
法
原
理
に
相
応
し
い
正
義
の
秩
序
を
練
り
上
げ
て
い
く
」
こ
と
を
目
標
と
し

て
い
る
（A

bh. 2, S. 33

）。
要
す
る
に
、
実
践
に
資
す
べ
き
応
用
自
然
法
論
の

提
供
で
あ
る

）
25
（

。
そ
れ
は
、
伝
統
的
自
然
法
論
の
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
た
応
用
倫

理
学
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
努
力
に
つ
い
て
は
、
後
に
歴

史
性
、
誤
謬
、
発
展
の
問
題
と
し
て
再
説
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
節

を
閉
じ
る
に
当
っ
て
、
メ
ス
ナ
ー
に
よ
る
自
然
法
の
定
義
を
念
の
た
め
次
に
掲

げ
て
お
く
。

自
然
法
は
、
自
己
責
任
を
負
う
人
間
本
性
に
基
づ
い
て
存
す
る
個
々
人
及
び
社
会

の
固
有
の
諸
権
限
の
秩
序
で
あ
る

）
26
（

。

四
　

伝
統
的
自
然
法
論
の
学
問
的
性
格

四―

1
　

自
然
的
倫
理
学
と
神
学
的
倫
理
学

一
四
　

こ
こ
で
そ
の
問
題
性
格
上
決
し
て
看
過
で
き
な
い
、
し
か
し
我
が
国
で

は
そ
れ
に
見
合
っ
た
だ
け
の
正
当
な
注
目
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
い
と
思
わ
れ

る
事
項
に
関
説
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
統
的
自
然
法
論
は
、
そ
の

学
問
的
性
格
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
自
然
理
性
の
光
の
下
で
営
ま
れ
る
人
間
的
認

識
活
動
で
あ
る

）
27
（

。
従
っ
て
、
こ
れ
を
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
と
の
関
連
で
語

る
な
ら
ば
、
神
学
的
社
会
倫
理
学
と
区
別
さ
れ
る
哲
学
的
社
会
倫
理
学
に
ほ
ぼ

重
な
る
学
派
で
あ
る
、
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
こ
こ
で
「
ほ
ぼ
」
と
言
っ

た
の
は
、
厳
密
に
は
同
一
視
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
実
質
的
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク

社
会
倫
理
学
内
で
自
然
法
論
的
な
立
場
に
立
つ
者
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
自
然
法

論
は
担
わ
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
る

）
28
（

。こ
れ
だ
け
を
先
ず
一
般
的
に
語
っ
た
後
で
、

少
し
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
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一
五
　

先
ず
、
戦
後
の
一
時
期
か
ら
始
ま
っ
た
自
然
（
的
）
倫
理
学
（die 

natürliche E
thik

）
を
貶
下
す
る
動
き
が
カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
神
学
内
部
で
生
じ

た
こ
と
に
関
す
る
メ
ス
ナ
ー
の
立
場
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
勿
論
カ
ト
リ
ッ

ク
倫
理
神
学
の
頂
点
を
成
す
の
が
ト
マ
ス
の
学
説
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
伝

統
を
完
全
無
視
し
て
排
他
的
に
神
学
的
な
倫
理
学
（
純
正
神
学
的
倫
理
学eine 

ausschließlich theologische E
thik

）
を
一
挙
に
主
張
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

何
と
な
れ
ば
、「
自
然
法
倫
理
学
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
理
解
し
た
よ

う
に
、
そ
の
全
本
質
に
お
い
て
社
会
倫
理
学
で
あ
り
、
逆
に
又
、
社
会
倫
理
学

は
自
然
法
倫
理
学
で
あ
る

）
29
（

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
な

る
べ
く
自
然
的
倫
理
学
、即
ち
自
然
法
倫
理
学
が
基
礎
に
据
え
る
「
自
然
法
則
」

な
い
し
「
自
然
法
」
を
避
け
よ
う
と
の
動
き
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

代
表
者
の
一
人
が
シ
ュ
ナ
ッ
ケ
ン
ブ
ル
ク

）
30
（

で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
カ
ト
リ
ッ
ク

倫
理
神
学
の
長
い
歴
史
の
中
で
い
わ
ゆ
る
「
自
然
的
倫
理
学
」
が
幅
を
利
か
せ

て
、
そ
の
結
果
、
存
在
論
的
な
本
質
考
察
の
弱
点
が
、
即
ち
、
存
在
論
的
考
察

が
本
質
考
察
に
集
中
し
収
斂
す
る
た
め
に
帰
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
弱
点
が
露
呈

し
て
き
た
、
或
い
は
、
静
態
的
で
歴
史
的
変
動
に
い
わ
ば
無
頓
着
な
傾
向
が
認

め
ら
れ
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
は
自
然
的
倫
理
学
の
蔑
視
な
い
し
貶へ

ん

黜ち
ゅ
つを

帰
結
す
る
に
は
不
十
分
で
あ

る
。
メ
ス
ナ
ー
の
見
解
は
大
凡
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
（A

bh. 4, S. 71

）。
こ

の
問
題
連
関
で
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ェ
ッ
プ
フ
が
メ
ス
ナ
ー
古
稀
祝
賀
論
文
集

に
寄
せ
た
論
文
に
お
い
て
適
切
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
次
に
そ
れ
を
紹

介
し
て
お
き
た
い

）
31
（

。

一
六
　

自
然
的
倫
理
学
よ
り
も
神
学
的
倫
理
学
を
宣
揚
し
た
い
と
考
え
る
者

［
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
で
も
見
ら
れ
な
く
は
な
い
］
に
対
し
て
、
二
つ
の
議
論
を

用
意
し
て
シ
ェ
ッ
プ
フ
は
論
ず
る
。
先
ず
、
楽
園
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
根

源
的
な
創
造
秩
序
は
根
本
的
に
変
化
を
被
り
、
堕
罪
世
界
に
お
い
て
は
根
源
的

創
造
理
念
を
読
み
取
る
こ
と
な
ど
最
早
で
き
ず
、
従
っ
て
、
自
然
法
を
解
明
し

自
然
法
的
考
察
で
こ
と
に
当
た
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
議
論

（
例
え
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
H
・
テ
ィ
ー
リ
ケ
等
の
議
論
）
は
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ

う
か
。
否
、
成
り
立
た
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
ア
ダ
ム
の
罪
科
は
事
件
の
前
後

に
お
け
る
ア
ダ
ム
の
自
己
同
一
性
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
罪
は
偶

有
的
な
存
在
喪
失
を
惹
起
し
た
と
は
い
え
、
本
質
的
な
存
在
・
存
立
は
依
然
と

し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
自
然
法
的

な
諸
考
察
す
べ
て
に
つ
い
て
の
前
提
を
成
す
も
の
は
、
楽
園
で
の
現
存
在
と
堕

罪
後
の
現
存
在
と
の
相
違
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
状
況
に
共
通
す
る
も
の
で
あ

る
）
32
（

。」
同
様
の
考
察
は
、
既
に
我
が
国
で
も
、
夙
に
松
本
正
夫
博
士
に
よ
っ
て

為
さ
れ
て
い
た

）
33
（

。

一
七
　

も
う
一
つ
の
論
証
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
要
す
る
に
、
邪
な

考
え
や
窃
盗
、
殺
人
、
不
倫
、
嫉
妬
等
々
が
悪
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
が
そ
れ
ら

を
非
難
す
る
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
キ
リ
ス
ト
が
そ
れ
ら
を
非
難
す
る
の

は
、
そ
れ
ら
が
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
な
の
か
、
と
約
言
さ
れ
得
る
。

そ
し
て
、
当
然
な
が
ら
、
シ
ェ
ッ
プ
フ
は
こ
れ
に
就
き
後
者
を
是
と
し
、「
そ

れ
故
、
あ
ら
ゆ
る
実
定
的
な
立
法
に
先
立
っ
て
、
従
っ
て
又
、
新
約
の
啓
示
以

前
に
も
そ
し
て
そ
れ
と
は
関
係
な
く
、
存
在
自
身
に

留
さ
れ
た
倫
理
的
秩
序

が
、
そ
れ
故
又
、
自
然
法
が
存
在
す
る
の
で
あ
る

）
34
（

」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
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四―

2
　

自
然
的
倫
理
学
と
社
会
神
学

一
八
　

上
記
の
カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
神
学
の
一
部
と
し
て
の
聖
書
神
学
的
考
察
に

限
定
さ
れ
な
い
新
た
な
動
き
、
即
ち
、
社
会
神
学
は
別
途
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
社
会
神
学
は
「
信
仰
論
全
般
か
ら
社
会
の
本
性
と
秩
序
の
諸
問
題

に
つ
い
て
新
し
い
認
識
を
得
よ
う
と
す
る
」（A

bh. 4, S. 74

）。
尤
も
、「
社
会

神
学
」
と
い
う
用
語
は
、
広
く
使
用
さ
れ
認
知
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の

内
容
は
千
差
万
別
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

）
35
（

。
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ヘ
フ
ナ
ー
に
よ
っ
て
も

「
社
会
神
学
の
問
題
領
域
は
じ
っ
さ
い
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る

）
36
（

」
と
確
認

さ
れ
て
い
る
。
社
会
神
学
に
対
し
て
同
情
的
で
擁
護
的
な
姿
勢
を
み
せ
る
ヘ
フ

ナ
ー
自
身
に
よ
っ
て
も
、
哲
学
的
学
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
理
論
の
学
問

的
正
当
性
と
課
題
の
重
要
性
が
公
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
メ
ス
ナ
ー
は
注
意
を

促
し
て
い
る
（A

bh. 4, S. 75

）。
こ
こ
で
は
、
慈
愛
が
最
高
の
徳
で
あ
り
、
ト

マ
ス
に
よ
る
と
真
実
の
神
愛
の
徳
の
試
金
石
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
致
す
と
と

も
に
、
こ
れ
を
社
会
に
お
い
て
具
体
化
す
る
こ
と
が
社
会
神
学
に
と
っ
て
著
し

く
困
難
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
（A

bh. 4, S. 77
）。

一
九
　

前
段
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
社
会
神
学
の
存
在
資
格
並
び
に
発
展
可
能

性
は
、
こ
れ
ら
を
尊
重
す
る
と
の
趣
旨
で
留
保
を
行
う
に
し
て
も

）
37
（

、
我
々
は
、

メ
ス
ナ
ー
が
実
践
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
理
論
に
と
っ
て
哲
学
的
な

学
問
と
し
て
自
己
を
主
張
す
る
立
場
の
正
当
性
を
確
信
し
て
い
る
。
こ
れ
に
就

い
て
は
、
嘗
て
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
モ
ン
ツ
ェ
ル
と
の
間
で
論
争
が
あ
っ
た

）
38
（

。
詳
細

は
、
別
稿
を
ご
参
照
願
う
と
し
て

）
39
（

、
理
論
的
に
特
に
注
目
す
べ
き
内
容
を
要
約

す
る
と
、
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。「
自
然
的
認
識
に
接
近
で

き
な
い
よ
う
な
も
の
で
、
社
会
的
実
存
に
お
け
る
人
間
の
解
釈
に
と
っ
て
本
質

的
な
も
の
は
『
超
自
然
的
』
啓
示
か
ら
は
何
ら
生
れ
て
こ
な
い
」
と
い
う
メ
ス

ナ
ー
の
一
文

）
40
（

に
関
わ
る
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
当
然
予
想

さ
れ
る
よ
う
に
、
モ
ン
ツ
ェ
ル
に
代
表
さ
れ
る
傾
向
を
有
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
社

会
理
論
家
（
社
会
神
学
支
持
者
）
は
こ
れ
に
承
服
で
き
な
か
っ
た
。
メ
ス
ナ
ー
と

モ
ン
ツ
ェ
ル
の
中
間
に
位
置
す
る
と
思
わ
れ
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

は
、
原
罪
の
人
間
本
性
に
対
す
る
結
果
を
か
な
り
重
く
見
て
、「
人
間
の
認
識

能
力
と
意
志
能
力
は
、
原
罪
に
よ
っ
て
な
る
ほ
ど
破
壊
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

決
定
的
に
弱
め
ら
れ
た

）
41
（

」
と
い
う
。
メ
ス
ナ
ー
は
ど
う
応
え
る
か
。「
啓
示
と

信
仰
は
、
探
求
す
る
人
間
精
神
に
人
間
本
性
に
つ
い
て
何
ら
新
し
い
認
識
を
与

え
な
い
。
た
だ
、
よ
り
明
ら
か
に
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
け
で
あ
る

）
42
（

」
と

い
う
（
尚
、
メ
ス
ナ
ー
は
他
の
箇
所
で
は
ニ
ュ
ー
マ
ン
枢
機
卿
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
同

様
の
趣
旨
を
説
い
て
い
る
。A

bh. 15, S. 277

）
。
更
に
、
メ
ス
ナ
ー
は
、
モ
ン
ツ
ェ
ル

自
身
が
依
拠
す
る
と
称
す
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ア
の
次
の
適
切
な

発
言
を
引
用
し
て
い
る

）
43
（

。

信
仰
、
恩
寵
、
そ
し
て
恩
寵
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
た
良
心
か
ら
社
会
生
活
の

根
本
原
則
に
対
す
る
新
し
い
認
識
は
決
し
て
生
れ
な
い
。
本
性
の
中
に
定
礎
さ
れ

た
秩
序
に
内
在
す
る
諸
目
的
を
完
全
に
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
新
し
い
力
だ
け

が
生
れ
る
の
で
あ
る
。

二
〇
　

こ
こ
で
メ
ス
ナ
ー
が
挙
げ
て
い
る
よ
り
具
体
的
な
例
を
紹
介
し
て
お
い

た
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
以
前
の
世
界
に
お
け
る
高

等
文
化
が
現
実
に
存
在
し
た
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
そ
れ
が
現
在
で
も
そ
れ
な

り
に
社
会
で
機
能
し
得
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
明
ら
か
に
そ
う
し
た
決
定
的
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な
洞
察
能
力
を
理
性
が
、
即
ち
、
自
然
理
性
が
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
中
世
時
代
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
が
支
配
的
と
な
っ
て
お
り
、

カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
が
キ
リ
ス
ト
教
史
上
最
高
潮
に
達
し
て
い
た
時
に
も
社
会
秩

序
は
そ
の
他
の
時
代
と
同
様
に
、問
題
や
欠
陥
（
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
、異
端
者
迫
害
な
ど
）

を
抱
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（A

bh. 4, S. 79; A
bh. 16, S. 290f.

）。

二
一
　

勿
論
こ
う
し
た
メ
ス
ナ
ー
の
論
調
は
、
社
会
神
学
の
全
否
定
な
ど
を
少

し
も
意
味
し
な
い
。
し
か
し
、
哲
学
的
・
自
然
法
論
的
な
社
会
理
論
の
必
要
性

と
重
要
性
を
主
張
し
擁
護
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

ヨ
ー
ゼ
フ
・
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
［
二
〇
〇
五
年
四
月
に
教
皇
に
選
出
さ
れ
、
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
十
六
世
を
名
乗
る
］
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
理
論
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論

が
直
接
的
に
神
学
的
基
礎
の
上
に
展
開
さ
れ
る
そ
れ
と
し
て
で
は
な
く
、
他
の

す
べ
て
の
「
社
会
」
理
論
と
同
様
の
事
実
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
他
の
社
会
諸
理
論
と
同
じ
質
料
的
対
象
を
有
す
る
こ
と

を
言
う
（A

bh. 4, S. 81

）。
世
界
観
的
多
元
主
義
の
現
代
社
会
に
あ
っ
て
自
然

倫
理
学
及
び
自
然
法
論
は
、
な
る
ほ
ど
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
や
人
間
学
に
よ
っ
て

そ
の
「
本
質
的
」
社
会
原
理
を
よ
り
明
瞭
に
認
識
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
一
旦
認
識
さ
れ
た
当
該
諸
原
理
は
、
そ
の
認
識
の
機
縁
に
よ
ら
ず
そ
の
認

識
の
妥
当
、
即
ち
、
単
な
る
理
性
に
と
っ
て
「
明
証
的
で
あ
る
」
と
い
う
理
由

に
よ
っ
て
、
万
民
・
万
人
に
受
容
可
能
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る

）
44
（

。
そ
し
て
、

こ
れ
は
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
三
世
教
皇
が
『
パ
ー
チ
ェ
ム
・
イ
ン
・
テ
リ
ス
』
で
社

会
秩
序
の
問
題
に
つ
い
て
の
自
然
的
倫
理
的
良
心
並
び
に
自
然
法
的
考
察
様
式

を
そ
の
教
説
の
基
礎
に
据
え
る
実
質
的
理
由
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
（A

bh. 4, 

S. 82

）。
こ
こ
で
、
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
第
二
章
か
ら
我
々
の
立
場
を
考
え
る

う
え
で
参
考
に
な
る
有
名
な
一
節
を
引
用
し
て
お
こ
う

）
45
（

。

律
法
を
有
た
ぬ
異
邦
人
も
、
も
し
本
性
の
ま
ま
律
法
の
載
せ
た
る
所
を
お
こ
な
ふ

時
は
、
律
法
を
有
た
ず
と
も
お
の
づ
か
ら
己
が
律
法
た
る
な
り
。
即
ち
律
法
の
命

ず
る
所
の
そ
の
心
に
録
さ
れ
た
る
を
顯
し
、お
の
が
良
心
も
こ
れ
が
證
を
な
し
て
、

そ
の
念
、
た
が
ひ
に
或
は
訴
へ
或
は
辯
明
す
。
…
…
な
ん
ぢ
律
法
を
守
ら
ば
割
禮

は
益
あ
る
、
律
法
を
破
ら
ば
汝
の
割
禮
は
無
割
禮
と
な
る
な
り
。
割
禮
な
き
者
も

律
法
の
義
を
守
ら
ば
、
そ
の
無
割
禮
は
割
禮
と
せ
ら
る
る
に
あ
ら
ず
や
。
本
性
の

ま
ま
割
禮
な
く
し
て
律
法
を
全
う
す
る
者
は
、
儀
文
と
割
禮
あ
り
て
な
ほ
律
法
を

や
ぶ
る
汝
を
審
か
ん
。
そ
れ
表
面
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
ユ
ダ
ヤ
人
た
る
に
あ
ら
ず
、
肉

に
在
る
表
面
の
割
禮
は
割
禮
た
る
に
あ
ら
ず
。
隠
か
な
る
ユ
ダ
ヤ
人
は
ユ
ダ
ヤ
人

な
り
、
儀
文
に
よ
ら
ず
、
霊
に
よ
る
心
の
割
禮
は
割
禮
な
り
、
そ
の
譽
は
人
よ
り

に
あ
ら
ず
、
神
よ
り
來
る
の
で
あ
る
。

二
二
　

以
上
が
、
自
然
と
超
自
然
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、「
自
然
法
」
の
位

置
付
け
を
め
ぐ
る
メ
ス
ナ
ー
の
基
本
的
立
場
を
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
は
社
会
問
題
に
面
し
て
採
る
べ
き
伝
統
的
自
然
法
論
の
基
本
的
態

度
を
決
定
す
る
。
即
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
、
社
会
問
題
を
原
罪
の
結
果

と
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
否
寧
ろ
そ
う
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
第
一
に
、
社
会
問
題
は
何
時
の
時
代
に
お
い
て
も
存
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
と
同
時
に
、
人
間
本
性
の
本
質
的

素
質
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
傷
つ
け
ら
れ
る
に
止
ま
る
以
上
は
「
社
会
改

革
」
へ
の
確
か
な
手
掛
か
り
も
常
に
存
在
す
る
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
然
法
論
は
、
経
済
利
益
追
求
と
い
う
自
由
な
活
動
に

よ
っ
て
自
動
的
に
社
会
的
調
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
自
由
主
義
的
決
定
論
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と
も
、
完
全
な
未
来
の
秩
序
は
弁
証
法
的
過
程
と
い
う
必
然
性
を
伴
っ
て
成
立

す
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
決
定
論
と
も
袂
を
分
か
つ
。
か
く
し
て
、「
キ

リ
ス
ト
教
的
良
心
に
と
っ
て
、
社
会
問
題
と
い
う
も
の
は
全
体
と
し
て
革
命
と

い
う
仕
方
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
改
革
と
い
う
仕
方
で
対
処
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
）
46
（

」
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
改
革

の
基
本
認
識
で
あ
り
、
出
発
点
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
人
間
理
解
は
、
後
に

見
る
神
の
似
像
と
し
て
の
人
間
を
基
礎
に
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
改
革

の
手
掛
か
り
を
与
え
る
社
会
諸
原
理

）
47
（

を
活
用
す
る
際
に
も
「
人
間
の
個
人
的
本

性
と
社
会
的
本
性
、
自
由
権
と
社
会
権
、
個
人
と
共
同
体
、
こ
れ
ら
二
極
が
分

ち
難
く
緊
密
に
結
合
し
相
互
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る

）
48
（

」
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は

な
ら
な
い
。

五
　

人
権
の
基
礎
づ
け

五―

1
　

近
代
人
権
論
へ
の
展
開

二
三
　

人
権
が
理
念
と
し
て
登
場
す
る
た
め
に
は
、
国
家
の
存
在
が
前
提
と
さ

れ
る
。
近
代
啓
蒙
思
想
や
そ
れ
以
降
の
国
家
理
論
で
最
も
重
要
な
影
響
を
後
世

に
与
え
た
思
想
家
に
ル
ソ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
る
。
ル
ソ
ー
は
「
一
般
意
思
」

を
語
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
客
観
精
神
」
を
語
っ
た
。
両
者
に
よ
っ
て
国
家
を
超

え
る
人
権
の
占
め
る
位
置
は
排
除
さ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
メ
ス
ナ
ー

に
よ
る
と
、中
世
以
来
発
展
し
て
き
て
い
た
人
権
論
も
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

人
権
が
本
当
に
存
在
し
得
る
の
は
、
国
家
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
も
の
で
な

く
、
尚
且
つ
、
国
家
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
法
」
が
存
在
す
る
時
だ

け
で
あ
る
、
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
古

く
か
ら
国
家
権
力
の
行
使
は
慣
習
法
に
表
現
さ
れ
て
い
る
人
々
の
意
思
に
拘
束

さ
れ
る
と
い
う
原
則
が
存
在
し
、
こ
の
た
め
議
会
の
立
法
は
慣
習
法
で
認
め
ら

れ
た
法
な
い
し
権
利
を
確
認
し
宣
言
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
今
日
の
人
権
と
同
じ
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
し
て
も
、
国
王
乃
至
君
主
を
凌
ぐ
法
の
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
（A

bh. 12, S. 229

）。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
や
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
思
考

が
こ
れ
に
と
っ
て
代
わ
る
と
、国
家
を
超
え
る
法
の
存
立
の
余
地
が
排
除
さ
れ
、

結
局
法
実
証
主
義
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
家
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
の
み

が
「
法
と
し
て
」
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
行
き
着
く
処
は
、
詰
り
、

人
権
理
念
の
喪
失
で
あ
り
、
全
体
主
義
的
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
並
び
に
国
家
社

会
主
義
国
家
の
到
来
と
擡
頭
で
あ
っ
た

）
49
（

（A
bh. 12, S. 228

）。

二
四
　

十
六
世
紀
の
ス
コ
ラ
学
者
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
バ
ス
ケ
ス
・
デ
・
メ
ン

チ
ャ
カ
は
、
道
徳
神
学
（
倫
理
神
学
）
か
ら
自
然
法
学
を
独
立
さ
せ
て
、
は
じ

め
て
法
律
を
人
々
の
利
益
（
い
わ
ゆ
る
人
権
）
に
資
す
る
と
い
う
点
に
見
出
し
た
、

と
メ
ス
ナ
ー
は
言
う
（A

bh. 12, S. 229

）。
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
に
よ
る
と
、
古
代

キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
法
論
が
義
務
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
バ

ス
ケ
ス
に
お
い
て
は
権
利
中
心
に
自
然
法
論
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、従
っ
て
又
、

そ
こ
に
は
人
民
主
権
論
や
法
治
国
家
思
想
が
見
ら
れ
る

）
50
（

。
尤
も
、
既
に
十
三
世

紀
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
法
の
目
的
思
想
が
そ
う
と
う
明
瞭
に
語

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
こ
と
は
特
筆
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
卓
越
し
た
法
学
者
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
「
驚
い
て
私
は
自
問
す
る
の

で
あ
る
。
か
か
る
真
理
が
一
度
表
明
さ
れ
た
後
で
、
我
々
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
学
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界
に
お
い
て
全
く
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
如
何
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の

か
、
と
。
…
…
私
自
身
に
つ
い
て
み
て
も
、
若
し
私
が
そ
れ
［
＝
ト
マ
ス
の
法
学

説
］
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
私
の
書
物
を
一
切
書
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

何
と
な
れ
ば
、
私
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
根
本
思
想
が
か
の
偉
大
な
思
想
家

に
よ
っ
て
完
全
な
明
晰
性
と
的
確
な
表
現
で
語
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
）
51
（

。」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（A

bh. 2, S. 29

）。
メ
ス
ナ
ー
に
よ
る
と
、

「
人
権
」
と
い
う
表
現
は
も
ち
ろ
ん
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト
に
は
見
当
た
ら
な
い

が
、
人
権
の
根
拠
づ
け
を
彼
な
り
に
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
「
し
か
し
、
人

間
の
尊
厳
に
人
権
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
思
想
は
聖
ト
マ
ス
の
時
代
に
は
今
尚

熟
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
ウ
ッ
ツ
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
産
業
化
や
個
人
主
義

が
も
た
ら
し
た
社
会
革
命
が
そ
の
た
め
に
は
必
要
で
あ
っ
た
。そ
う
と
は
言
え
、

ト
マ
ス
は
『
そ
れ
に
必
要
な
思
考
要
素
は
す
べ
て
』
見
て
取
っ
て
い
た
」（A

bh. 

12, S. 231

）。
こ
の
後
、
ビ
ト
リ
ア
や
ス
ア
レ
ス
と
い
っ
た
サ
ラ
マ
ン
カ
学
派

の
人
々
に
よ
っ
て
自
然
法
論
の
構
成
や
重
心
の
取
り
方
と
か
に
少
し
ず
つ
変
化

が
み
ら
れ
る
。

二
五
　

さ
て
、
啓
蒙
時
代
は
、
個
人
主
義
を
出
発
点
に
お
く
以
上
、
も
は
や
人

権
の
基
礎
づ
け
の
問
題
は
問
題
で
な
く
な
り
、「
理
性
は
如
何
に
し
て
社
会
秩

序
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
社
会
契
約
の
問
題
に
取
り
組
ん

だ
（A

bh. 12, S. 234

）。
ホ
ッ
ブ
ズ
と
か
ロ
ッ
ク
と
か
余
り
に
有
名
で
あ
る
。

十
七
世
紀
の
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
行
き
過
ぎ
た
個
人
主
義
の
修
復
を
は
か

り
、
再
度
義
務
を
強
調
し
た
学
説
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
ル
ソ
ー
や
カ
ン
ト
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
登
場
す
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
カ
ン
ト
で
あ
る
。
何
と

な
れ
ば
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
対
し
て
伝
統
的
自
然
法
論
者
と
し
て
異
を
唱
え
る

メ
ス
ナ
ー
で
は
あ
る
が
（z. B

. A
bh. 19, S. 323ff.

）、
次
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト

の
功
績
を
高
く
評
価
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（A

bh. 12, S. 236

）。

彼
の
功
績
は
、
何
れ
に
せ
よ
次
の
点
に
、―

即
ち
、
計
算
す
る
功
利
性
倫
理
学
と

人
間
に
と
っ
て
無
制
約
の
自
由
を
簒
奪
す
る
理
性
の
進
歩
思
想
に
対
し
て
倫
理
学

の
中
に
理
性
の
中
心
的
な
地
位
を
割
り
当
て
た
こ
と
、
自
由
に
他
の
自
由
と
の
一

致
可
能
性
と
い
う
基
準
を
一
般
的
法
則
と
し
て
与
え
た
こ
と
、こ
れ
に
基
づ
く「
人

間
性
の
尊
厳
」
と
い
う
理
念
に
人
権
を
合
理
的
に
基
礎
づ
け
る
た
め
の
道
を
示
し

た
こ
と
に―

あ
る
。

五―

2
　

基
本
価
値
、
人
権
の
認
識
へ
の
通
路

二
六
　

さ
て
、
十
八
、
十
九
世
紀
の
ス
コ
ラ
学
で
人
権
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
概
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。
レ
オ
十
三
世
教

皇
の
回
勅
『
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
』（R

erum
 novarum

, 1891

）
で
人

間
の
尊
厳
が
語
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
何
故
そ
う
な
の
か
。
そ

れ
は
人
権
理
念
が
合
理
主
義
的
・
個
人
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
を
強

く
受
け
て
い
た
か
ら
だ
、
と
言
う
よ
り
他
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
趣

旨
で
メ
ス
ナ
ー
は
一
九
三
四
年
版
の
『
ヘ
ル
ダ
ー
大
事
典
』D

er große H
erder

所
収
の
「
人
権
」
と
い
う
見
出
し
語
の
解
説
を
紹
介
し
て
い
る
（A

bh. 12, S. 

237

）。
人
権
と
し
て
よ
り
詳
細
に
形
成
さ
れ
［
こ
の
人
権
と
い
う
］
名
称
を
獲
得
し
た
の

は
、
十
八
世
紀
末
、
特
に
北
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
哲
学
に
遡
る
。
そ
れ
は
人

権
を
、
地
上
の
人
々
各
人
が
有
す
る
国
家
を
超
越
す
る
不
可
譲
の
権
利
で
あ
る
と

し
た
。
か
く
し
て
合
理
主
義
的
自
然
法
の
誤
っ
た
軌
道
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
並
び
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に
市
民
的
民
主
主
義
的
自
由
主
義
の
意
味
に
お
い
て
歩
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

二
七
　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
七
七
六
年
の
独
立
宣
言
に
は
創
造
者
（
造
物
主
）

に
よ
る
不
可
侵
の
権
利
が
謳
わ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
自
明
の
真
理
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
は
平
等
に
造
ら
れ
、
造
物
主

に
よ
っ
て
、
一
定
の
奪
い
が
た
い
天
賦
の
権
利
を
付
与
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
生
命
、

自
由
お
よ
び
幸
福
の
追
求
の
含
ま
れ
る
こ
と
を
信
ず
る

）
52
（

。

で
は
一
体
そ
れ
は
何
処
に
由
来
す
る
の
か
。
旧
約
聖
書
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
る
ま
い
。
創
世
記
に
は
、
神
の
似
像
と
し
て
人
間
が
創
ら
れ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
人
間
自
身
に
つ
い
て
解
き
明
か
す
こ
と
は
後
々

の
科
学
の
発
展
を
待
っ
て
も
な
か
な
か
困
難
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を

人
々
は
そ
の
良
心
を
通
じ
て
知
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
非
常

に
不
思
議
な
こ
と
で
も
あ
り
、
別
の
意
味
で
は
こ
れ
ほ
ど
確
か
な
こ
と
も
な
い

の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
人
間
の
存
在
構
造
に
規
定
さ
れ
て
そ
れ
と
融
合
し

て
為
さ
れ
る
本
性
的
認
識
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
民
俗
学

や
社
会
学
、
比
較
道
徳
学
、
比
較
法
学
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
そ
う
し
た
基
本

的
価
値
に
つ
い
て
の
認
識
を
否
定
な
い
し
軽
視
す
る
立
場
（
例
え
ば
、
F
・
X
・

カ
ウ
フ
マ
ン
等
。
第
五
〇
節
参
照
）
も
出
現
し
て
く
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か

）
53
（

。

二
八
　

こ
の
場
合
は
最
も
単
純
な
人
間
論
的
な
事
実
に
立
ち
返
る
こ
と
以
外
に

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
人
間
が
家
族
的
存
在
で
あ
る
、
と
い

う
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
（A

bh. 12, S. 239― 240

）。
人
間
は
他
の
あ
ら
ゆ
る

動
物
同
様
、
自
己
実
現
、
即
ち
自
己
の
存
在
充
足
を
求
め
る
。
そ
れ
は
最
も
重

要
な
身
体
的
・
精
神
的
要
求
を
満
た
す
と
と
も
に
、
自
己
の
素
質
を
現
実
化
す

る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
は
こ
う
し
た
根
本
諸
要
求
を
充
足
し
完
全
な
実
存
を
獲

得
す
る
た
め
に
、
し
か
も
他
の
動
物
に
比
し
て
は
る
か
に
長
期
に
亙
っ
て
家
族

共
同
体
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
、
人
間
は
家
族
の
中
で
そ
の
全

成
員
が
自
己
実
現
を
目
指
し
て
生
活
す
る
中
で
、
自
己
の
態
度
や
精
神
や
人
格

を
具
体
的
に
形
成
し
つ
つ
、
同
時
に
、
家
族
全
員
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
行
為
範

型
が
形
成
さ
れ
て
存
在
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
を
洞
見
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
詰
り
、
家
族
共
同
体
と
い
う
場
に
は
、
完
全
な
人
間
的
実
存
の
獲
得
な

い
し
喪
失
を
左
右
す
る
行
為
範
型
を
基
礎
づ
け
る
存
在
論
的
な
鍵
が
客
観
的
に

置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。

二
九
　

こ
う
し
た
人
間
の
根
源
的
な
事
実
の
上
に
人
権
が
、
そ
し
て
人
間
の
尊

厳
が
理
解
さ
れ
る
た
め
の
通
路
が
準
備
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿

論
、
保
証
は
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
な
く
し
て
は
、
我
々
は

一
歩
も
先
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
自
己
実
現
が
平
等
な

身
体
的
・
精
神
的
根
本
要
求
の
充
足
に
懸
か
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
の
現
実

は
、
人
間
が
平
等
な
人
権
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
自
体
で
は
何
も
語
ら

な
い
か
も
知
れ
な
い
。
却
っ
て
そ
の
否
定
的
見
解
を
裏
付
け
る
よ
う
な
史
実
を

い
わ
ゆ
る
実
証
科
学
は
挙
げ
る
こ
と
さ
え
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
戦
後
の
人
類
の
一
般
的
倫
理
的
・
法
的
意
識
が
強
力
に
歩
を
進

め
て
、「
自
由
と
平
等
が
根
拠
で
も
あ
り
同
時
に
規
準
と
目
標
と
も
な
る
の
だ

と
い
う
理
念
」
に
ま
で
到
達
し
た
こ
と
も
決
し
て
そ
れ
に
劣
ら
な
い
事
実
で
あ

ろ
う
（A

bh. 12, S. 241

）。
そ
の
明
瞭
な
証
し
は
、
一
九
四
八
年
十
二
月
十
日

の
世
界
人
権
宣
言
の
採
択
で
あ
り
、
一
九
六
六
年
十
二
月
の
国
際
人
権
規
約
の
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可
決
に
見
ら
れ
る

）
54
（

。

六
　

人
間
の
尊
厳

六―

1
　

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統

三
〇
　

人
間
の
尊
厳
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
を
人
権
の
根
底
に
据
え

て
論
陣
を
張
っ
た
の
は
周
知
の
如
く
、
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
カ
ン
ト
は

十
八
世
紀
末
の
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
『
旧
約
聖
書
』
の
「
創
世
記
」
に

こ
れ
に
対
す
る
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
神
は
自
ら
に
似
せ
て
人
間
を
創
造

し
た
。
神
の
似
像
性
は
人
間
に
二
重
の
意
味
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

先
ず
人
間
は
、自
分
が
動
物
界
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

第
二
に
、
人
間
と
し
て
の
独
自
の
特
徴
が
理
性
賦
与
、
自
由
意
思
そ
し
て
地
上

の
も
の
に
対
す
る
支
配
権
に
あ
る
こ
と
を
知
る
。
か
く
し
て
、
人
間
は
人
格
で

あ
る
（A

bh. 13, S. 246

）。
こ
の
地
上
の
も
の
に
対
す
る
支
配
権
（「
地
を
支
配

せ
よ
」）
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
ト
イ
ン
ビ
ー
等
は
産
業
社
会
の
過
大
評
価
や

環
境
破
壊
の
元
凶
を
見
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
メ
ス
ナ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
そ

れ
は
誤
解
で
あ
っ
て
、「
真
の
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
使
命
授
与
」（
真
の
文

化
負
託
）
に
外
な
ら
な
い

）
55
（

。
そ
の
脈
絡
で
、
開
発
援
助
等
が
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
（A

bh. 13, S. 246― 247

）。

三
一
　

神
の
似
像
性
に
つ
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
社
会
的
関
連
で
は
な

く
個
人
的
側
面
に
お
い
て
、
し
か
も
原
罪
に
よ
っ
て
そ
れ
が
被
る
意
味
に
就
い

て
は
相
矛
盾
す
る
曖
昧
さ
を
残
し
た
発
言
を
し
て
い
る
。
彼
は
罪
人
で
さ
え
、

た
と
い
歪
曲
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
神
の
似
像
性
を
蔵
し
て
い
る
限
り
で
善
の
意

志
を
有
す
る
と
言
う

）
56
（

（A
bh. 13, S. 247; A

bh. 17, S. 296

）。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
神
学
的
救
済
論
的
な
観
点
は
、
後
の
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
更
に
高
め
ら
れ

総
合
さ
れ
る
（A

bh. 13, S. 248

）。

三
二
　

ト
マ
ス
は
、
或
る
箇
所
（S. T., 2. II., art. 64, 2

）
で
人
間
の
尊
厳
に

つ
い
て
、
こ
れ
を
「
本
性
か
ら
し
て
自
由
で
あ
り
自
己
自
身
の
た
め
に
実
存

し
て
い
る

）
57
（

」
こ
と
と
概
念
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
到
っ
て
ト
マ

ス
は
、
人
間
の
尊
厳
［
引
用
原
文
中
で
は“ dignitas hum

ana”

の
奪
格
形
］
を
「
神

の
似
像
」
性
と
い
う
神
学
的
・
宗
教
的
な
背
景
か
ら
で
は
な
く
、
哲
学
的
な

光
の
下
に
お
い
て
、
即
ち
、「
人
間
の
自
由
と
自
己
目
的
」
と
い
う
観
点
か
ら

説
い
て
い
る
こ
と
に
メ
ス
ナ
ー
は
注
目
す
る
の
で
あ
る
（A

bh. 13, S. 249; 

A
bh. 17, S. 296

）。
勿
論
こ
の
よ
う
に
「
自
由
と
自
己
目
的
」„ Freiheit und 

Selbstzw
eck“

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
無
制
約
の
自
由
で
は
あ
り
得
な

い
）
58
（

。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
、
宗
教
的
・
神
学
的
な
背
景
を
共
有
し
て
い
な
く

と
も
議
論
を
交
わ
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
次
元
な
い
し
地
平
が
こ
こ
に
確
保
さ

れ
た
訳
で
あ
る
。

三
三
　

で
は
、
世
界
観
的
多
元
主
義
社
会
の
現
代
に
あ
っ
て
人
間
の
尊
厳
及
び

そ
の
承
認
に
つ
い
て
、
ト
マ
ス
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
理
性
の
関
わ
る
問
題
と
し

て
問
う
と
す
る
な
ら
ば
、
何
に
基
づ
い
て
我
々
は
こ
れ
を
探
求
し
て
い
け
ば
い

い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
メ
ス
ナ
ー
は
、
人
間
の
尊
厳
の
考
え
を
容
易
に
抱

か
せ
る
「
人
間
の
直
接
的
経
験
」
に
聞
く
こ
と
を
勧
め
る
。
す
る
と
、
三
つ
の

経
験
事
実
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
（A

bh. 13, S. 249― 250

）。
先
ず
、
①
人
間

の
自
己
実
現
は
不
可
避
の
本
能
の
作
用
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
は
自
ら
の
責
任
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
従
っ
て
自
由
の
問
題
で
あ
る
と
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い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
、
②
責
任
意
識
は
行
為
の
決
定
に
と
っ
て
基
準

と
な
る
諸
前
提
並
び
に
期
待
さ
れ
る
諸
結
果
の
認
識
を
要
求
す
る
。
従
っ
て
、

自
己
の
義
務
を
果
た
す
べ
き
具
体
的
状
況
の
知
識
を
獲
得
す
べ
く
人
は
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
③
人
間
の
責
任
意
識
と
共
に
直
接
的
経
験
と
し
て

「
形
而
上
学
的
不
安
」„ die m

etaphysische U
nruhe“

が
知
ら
れ
る
。
形
而
上

学
的
不
安
と
は
、「
現
存
在
の
起
源
、
意
味
、
目
的
に
つ
い
て
の
人
間
の
問
い

と
結
び
つ
い
た
内
面
的
な
不
安
」
で
あ
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
動
物
に
も
見
ら

れ
な
い
人
間
だ
け
に
特
有
の
も
の
で
あ
る

）
59
（

。

六―

2
　

メ
ス
ナ
ー
に
よ
る
考
察

三
四
　

形
而
上
学
的
不
安
、
換
言
す
れ
ば
、
存
在
喪
失
を
克
服
す
る
道
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
就
い
て
メ
ス
ナ
ー
は
次
の
如
く
語
っ
て
い
る

（A
bh. 13, S. 251

）。

人
間
が
そ
の
最
善
の
存
在
を
い
く
ら
か
で
も
経
験
し
よ
う
と
欲
す
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
常
に
、
他
者
に
対
し
て
同
胞
の
愛
を
以
て
尽
く
す
こ
と
に
お
い
て
経

験
さ
れ
る
。
そ
れ
は
他
者
に
対
す
る
尊
敬
を
彼
自
身
に
知
ら
し
め
、
同
時
に
自

分
自
身
に
対
す
る
尊
敬
を
も
知
ら
し
め
る
。
そ
れ
故
、
隣
人
愛
の
律
法
に
人
間
尊

厳
の
理
念
の
概
要
が
同
時
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
律
法
は
自
然
的

法
則
で
も
あ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
法
則
で
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
同
じ
こ
と
を
黄
金

律
と
い
う
形
で
も
語
ら
れ
た
。「
さ
ら
ば
凡
て
の
人
に
爲
ら
れ
ん
と
思
ふ
こ
と
は
、

人
に
も
亦
そ
の
如
く
せ
よ
。
こ
れ
は
律
法
な
り
、
預
言
者
な
り
。」（
マ
タ
イ
7
、

12
）
と
。

隣
人
愛
と
黄
金
律
と
い
う
二
つ
の
法
則
が
大
本
に
な
っ
て
、
人
間
一
人
一
人
に

彼
が
為
す
べ
き
事
柄
の
具
体
的
認
識
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
本
と

な
る
尺
度
は
、人
間
の
自
己
知
並
び
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
自
己
愛
に
か
か
わ
る
。

そ
し
て
、
自
己
愛
が
秩
序
づ
け
ら
れ
る
の
は
、「
自
己
愛
が
す
べ
て
の
同
胞
の

精
神
的
身
体
的
根
本
要
求
の
平
等
と
万
人
の
根
本
義
務
の
平
等
と
を
自
分
の
行

動
の
義
務
的
指
針
と
看
做
し
承
認
す
る
」
と
き
で
あ
る
（A

bh. 13, S. 251

）。

三
五
　

で
は
、
更
に
問
う
て
み
よ
う
。
何
故
我
々
人
間
は
、
他
者
が
自
分
に
ど

ん
な
か
か
わ
り
を
有
し
、
自
分
が
他
者
を
平
等
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
を
知
る
べ
き
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
各
人
が
理
性
と
良
心
を
賦
与

さ
れ
、
そ
れ
故
に
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
放
棄
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
義
務
と
権

利
と
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
各
人
が
万
人
に
対
し
て
義
務
を
負

い
、
逆
に
又
、
万
人
が
彼
に
対
し
て
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
こ
と
が

万
人
の
人
間
の
尊
厳
を
成
し
て
い
る
」（A

bh. 13, S. 251

）。

三
六
　

前
に
カ
ン
ト
の
功
績
に
触
れ
た
が
（
第
二
五
節
参
照
）
、
人
間
の
尊
厳
に

つ
い
て
の
近
代
の
思
惟
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
も
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

人
間
の
尊
厳
概
念
を
、
人
間
は
「
単
に
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
目

的
そ
れ
自
身
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
点
に
カ
ン
ト
は
見

て
い
る

）
60
（

。
こ
の
人
間
尊
厳
の
見
方
と
ほ
ぼ
同
じ
見
解
を
、
我
々
は
既
に
ト
マ
ス

に
確
認
し
た
（
第
三
二
節
参
照
）
。
ト
マ
ス
の
見
解
の
核
心
は
、
人
間
の
「
自
由
」

と
「
自
己
目
的
」
に
置
か
れ
て
い
た
。

人
間
が
自
由
で
あ
る
の
は
、
理
性
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
と
不
作
為
と
の
選
択
と
決

定
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
が
自
己
目
的
で
あ
る
の
は
、
人
間
存
在
全

体
に
お
け
る
そ
の
自
己
実
現
が
他
の
い
か
な
る
目
的
に
も
劣
後
さ
せ
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（A

bh. 13, S. 252

）。
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三
七
　

人
間
の
尊
厳
は
、
こ
う
し
て
、「
理
性
賦
与
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
倫
理

的
義
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
責
任
と
万
人
の
平
等
な
基
本
的

自
由
の
枠
内
に
お
け
る
自
己
目
的
と
し
て
の
彼
の
地
位
に
よ
っ
て
人
間
が
特
別

の
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
に
外
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
人
間

の
尊
厳
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
為
さ
れ
て
き
た
様
々
な
考
察
は
、
或
い
は
神
学
的

な
考
察
、
或
い
は
形
而
上
学
的
考
察
、
或
い
は
又
倫
理
的
考
察
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
更
に
存
在
論
的
考
察
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
直
接
的
経
験

に
与
え
ら
れ
て
い
る
人
間
本
性
の
作
用
様
態
か
ら
考
察
す
る
方
法
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。

三
八
　

存
在
論
的
な
根
拠
付
け
は
、
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
有
す
る
。
何
れ
も

人
間
の
基
本
価
値
と
は
何
で
あ
り
、
如
何
に
し
て
そ
れ
ら
を
人
間
は
知
る
の

か
、
と
い
う
二
つ
の
問
い
を
問
題
と
し
て
い
る
。

　

第
一
の
道
に
つ
い
て
は
、
前
に
若
干
言
及
し
た
が
（
第
一
〇
節
、
及
び
、
第

二
八
節
参
照
）
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
こ
こ
で
も
多
少
説
明
を
施
し
て
お
き
た
い

（A
bh. 13, S. 253

）。
こ
の
第
一
の
道
は
、
人
間
の
家
族
が
出
現
し
て
以
来
、

即
ち
、
人
間
の
先
史
時
代
か
ら
今
日
ま
で
辿
ら
れ
て
き
て
い
る
道
で
あ
る
。
人

間
は
、
動
物
と
違
っ
て
、
は
る
か
に
長
期
間
、
保
護
と
配
慮
を
与
え
て
く
れ
る

家
族
と
い
う
世
界
に
依
存
し
て
い
る
。
人
間
の
子
供
は
、
動
物
の
場
合
と
違
っ

て
、
そ
の
天
賦
の
理
性
と
身
体
的
能
力
が
十
分
発
達
す
る
ま
で
は
、
自
立
し
何

と
か
自
活
す
る
こ
と
さ
え
出
来
な
い
。
家
族
生
活
を
送
る
こ
と
を
通
じ
て
、
人

間
は
誰
し
も
家
族
成
員
間
の
相
互
好
意
や
相
互
尊
重
、
各
人
の
自
由
領
域
を
顧

慮
す
る
必
要
性
と
か
共
同
体
全
体
の
福
祉
と
そ
の
第
一
の
要
請
と
し
て
平
和
樹

立
の
配
慮
が
必
要
な
こ
と
、
こ
う
し
た
様
々
な
事
柄
を
、
具
体
的
に
経
験
し
て

学
ん
で
い
く
。
し
か
し
、こ
の
間
人
間
が
学
ぶ
の
は
こ
れ
に
限
ら
れ
な
い
。「
全

員
に
と
っ
て
拘
束
力
の
あ
る
行
為
範
型
が
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
場
合
に
の
み
各

人
の
自
己
実
現
が
可
能
に
な
る
が
故
に
、
家
族
共
同
体
に
お
い
て
妥
当
す
る
」

と
い
う
こ
と
を
も
学
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
共
同
体
秩
序
に
固
有
な

諸
原
理
、
即
ち
、
誠
実
、
信
義
、
正
義
、
約
束
遵
守
、
服
従
な
ど
、
そ
う
し
た

諸
原
理
が
相
互
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
つ
つ
学
ば
れ
る
。

各
人
が
自
己
実
現
に
必
要
と
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
、
身
体
的
・
精
神
的
必

要
が
こ
れ
を
告
知
す
る
。
…
…
そ
れ
に
適
合
し
た
行
為
様
態
は
、
自
己
実
現
の
た

め
に
各
人
が
払
う
努
力
に
お
い
て
人
間
の
存
在
素
質
の
作
用
様
態
か
ら
も
た
ら
さ

れ
る
。
そ
の
基
準
と
な
る
諸
価
値
は
、
従
っ
て
、
先
入
観
的
な
人
間
本
性
概
念
に

も
哲
学
的
反
省
に
も
基
づ
く
も
の
で
な
く
、
家
族
共
同
体
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た

人
間
本
性
の
作
用
様
態
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
各
人
の
直
接
的
経
験
の
対
象
と

な
る
。
経
験
と
人
間
の
存
在
素
質
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
根

拠
付
け
は
帰
納
的
・
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
る
（A

bh. 13, S. 253

）。

三
九
　

基
本
諸
価
値
と
そ
の
認
識
に
答
え
る
た
め
の
第
二
の
道
は
、
こ
れ
も
経

験
と
こ
れ
に
基
礎
を
お
く
洞
察
か
ら
出
発
す
る
。
二
度
の
世
界
大
戦
を
経
験
し

た
人
類
は
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
の
解
答
と
し
て
、
世
界
人
権
宣
言
に
辿
り

着
い
た
。
そ
の
第
一
条
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

す
べ
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
か
つ
、
尊
厳
と
権
利

と
に
つ
い
て
平
等
で
あ
る
。
人
間
は
、
理
性
と
良
心
と
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、
互

い
に
同
胞
の
精
神
を
も
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
61
（

。

こ
の
世
界
人
権
宣
言
と
こ
れ
に
続
く
一
九
六
六
年
の
人
権
規
約
は
、
国
際
連
合
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諸
国
家
の
共
通
の
倫
理
的
・
法
的
意
識
の
表
現
と
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
人
間
の
尊
厳
の
問
題
に
関
し
て
も
当
然
重
要
な
意
味
を
有
す
る
の
で

あ
る

）
62
（

。
メ
ス
ナ
ー
は
、
こ
こ
で
五
つ
ほ
ど
の
含
意
を
述
べ
て
い
る
が
、
本
稿
で

は
五
番
目
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
紹
介
す
る
。
人
権
宣
言
は
、
人
間

の
尊
厳
の
根
拠
付
け
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
世
界
観
的
多
元
主
義
の
社
会
に

お
い
て
一
般
的
に
受
容
可
能
（allgem

ein annehm
bar

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
勿

論
「
す
べ
て
の
人
間
が
理
性
と
良
心
と
を
授
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
良
心
に
つ
い
て
の
意
見
は
相
違
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
や

は
り
、
公
衆
の
大
多
数
は
基
本
的
良
心
の
存
在
を
争
わ
な
い
で
あ
ろ
う
」（A

bh. 

13, S. 255

）。

四
〇
　

こ
の
国
際
法
意
識
の
記
念
碑
的
宣
言
と
規
約
の
中
間
期
に
カ
ト
リ
ッ
ク

社
会
倫
理
学
上
も
極
め
て
重
要
な
文
書
が
出
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
六
三
年
の

ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
三
世
に
よ
る
『
平
和
回
勅
』Pacem

 in terris

で
あ
る
。
そ
の

二
年
前
に
既
に
ル
ガ
ン
ブ
ワ
枢
機
卿
と
タ
ン
ザ
ニ
ア
司
教
団
が
共
同
で
出
し
た

司
牧
書
に
お
い
て
、
法
と
正
義
に
関
す
る
良
心
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
。
枢
機

卿
は
、
様
々
な
種
族
、
部
族
、
宗
教
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
政
党
か
ら
な
る
社
会
、

即
ち
、
多
元
社
会
を
前
提
に
し
て
話
を
進
め
る
。
こ
の
社
会
で
は
総
て
の
人
の

理
性
と
法
良
心
に
固
有
の
も
の
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
共
通
の
も
の
、

正
義
の
秩
序
へ
の
道
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ア
フ
リ
カ
新
興
諸
国
で
は
、

法
良
心
の
基
本
諸
原
理
を
尊
重
す
る
こ
と
が
国
家
権
力
の
根
本
義
務
で
あ
る
、

と
（A
bh. 15, S. 276

）。
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
三
世
教
皇
も
、
そ
の
回
勅
の
中
で
、

法
と
正
義
の
基
本
諸
原
理
へ
の
理
性
及
び
良
心
の
洞
察
を
強
調
し
た
（A

bh. 

15, S. 277

）。

　

我
々
は
、
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
特
徴
の
一
つ
を
成
す
動
態
性
を
次
に
見
て

お
こ
う
。

七
　

自
然
法
の
発
展
並
び
に
力
動
性

七―

1
　

動
態
的
自
然
法
論
の
提
唱
へ

四
一
　

い
や
し
く
も
学
問
た
ら
ん
と
欲
す
る
な
ら
、
停
滞
し
て
は
な
る
ま
い
。

自
然
法
論
と
て
例
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
、「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の

存
在
と
思
惟
に
お
け
る
進
化
発
展
は
争
い
得
な
い
」
と
メ
ス
ナ
ー
は
主
張
し
て

い
る
（A

bh. 17, S. 294

）。
第
一
七
論
文
に
ち
ょ
っ
と
し
た
挿
話
が
掲
載
し
て

あ
る
の
で
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
当
時
の
学
界
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
か

ら
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
間
も
な
い
頃
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
あ
る
雑
誌
の
有
名

な
編
集
者
か
ら
当
時
話
題
に
な
っ
て
い
た
自
然
法
の
可
変
性
論
争
に
対
す
る
所

見
を
寄
稿
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
の
打
診
が
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
に
あ
っ

た
。
彼
は
、
絶
対
的
自
然
法
と
相
対
的
自
然
法
と
を
区
別
し
て
論
じ
た
原
稿
を

送
付
し
た
と
こ
ろ
、
突
き
返
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
返
信

に
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。
自
然
法
が
絶
対
的
で
時
間
を
超
越
し
て

い
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
我
々
は
何
処
へ
行
く
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

四
二
　

メ
ス
ナ
ー
は
一
九
三
八
年
に
英
国
に
亡
命
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
、
ナ
チ
ス
政
権
下
で
の
亡
命
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
自
然
法
理
念

の
研
究
に
取
り
組
み
始
め
る
。
彼
は
初
め
大
陸
風
の
形
而
上
学
的
・
演
繹
的
な

手
法
で
そ
の
研
究
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
英
国
経
験
論
的
な
思

潮
に
含
ま
れ
る
重
要
性
を
自
覚
す
る
に
到
る
。「
直
接
的
経
験
」（unm

ittelbare 
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E
rfahrungen

）
に
自
然
法
論
を
定
礎
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
自
然

法
論
へ
の
接
近
可
能
性
を
模
索
し
提
供
し
よ
う
と
い
う
構
想
が
生
ま
れ
、
じ
っ

さ
い
そ
れ
を
主
著
『
自
然
法
』
の
執
筆
と
い
う
形
で
実
行
し
た

）
63
（

。
但
し
、
こ

の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
当
時
ド
イ
ツ
語
圏
の
神
学
界
か
ら
は
相
当
の
攻
撃

が
十
分
予
想
さ
れ
た
の
で
、
メ
ス
ナ
ー
は
意
識
的
に
ト
マ
ス
と
の
関
連
を
引

き
合
い
に
出
し
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
メ
ス
ナ
ー
と
親

し
い
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
の
批
判
的
ト
マ
ス
主
義
者
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ミ
ッ
テ
ラ
ー

M
itterer

が
見
抜
い
て
い
た
。
ト
マ
ス
か
ら
の
離
反
は
危
険
視
さ
れ
て
い
た
時

代
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
（
一
九
六
二―

一
九
六
五
年
）

以
降
に
な
る
と
事
情
が
逆
転
し
て
し
ま
う
。
ト
マ
ス
を
軽
視
す
る
か
離
反
対
立

す
る
の
が
ま
る
で
学
問
的
で
あ
る
証
で
あ
る
か
の
よ
う
な
状
況
な
い
し
風
潮
が

生
ま
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
メ
ス
ナ
ー
の
目
に
は
、
ト
マ
ス
は
よ
ほ
ど
深
い

思
想
家
で
あ
り
軽
視
な
ど
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
と
同

時
に
、
そ
の
思
想
が
最
終
完
成
態
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
も
余
り
に
も
明
ら
か

で
あ
っ
た
。
ト
マ
ス
に
寄
り
添
い
つ
つ
ト
マ
ス
を
現
代
に
活
か
し
て
い
く
、
こ

れ
が
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
論
の
基
本
姿
勢
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
思
う
。
ト
マ
ス

に
萌
芽
的
に
み
ら
れ
る
も
の
を
現
代
に
お
い
て
そ
れ
に
相
応
し
く
発
展
さ
せ
て

い
く
と
い
う
態
度
、
そ
れ
こ
そ
正
し
く
伝
統
的
自
然
法
論
の
態
度
そ
の
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
連
関
す
る
若
干
事
項
に
言
及
し
て
お
こ
う
。

四
三
　

先
ず
、
ト
マ
ス
自
然
法
論
な
い
し
社
会
倫
理
学
の
要
を
、
メ
ス
ナ
ー
に

し
ろ
ウ
ッ
ツ
に
し
ろ
、
共
同
善bonum

 com
m

une

と
い
う
目
的
因
に
本
質
的

に
関
連
付
け
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
人
の
巨
匠
は
、
同
様
の
問
題

意
識
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
の
壮
大
な
社
会
倫
理
学
体
系
の
著
書
を
執
筆
公
刊
し

た
。
但
し
、
メ
ス
ナ
ー
に
言
わ
せ
る
な
ら
ば
、
ト
マ
ス
は
時
代
的
な
背
景
か
ら

無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
共
同
善
の
存
在
論
的
な
基
礎
付
け
を
十

分
行
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
は
独
立
の
論
文
を
彼
自
身
が
用
意

し
た

）
64
（

。

四
四
　

ト
マ
ス
は
、
近
現
代
的
な
意
味
で
の
人
権
と
か
人
間
の
尊
厳
を
知
っ
て

い
な
い
と
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
（A

bh. 2, S. 35; A
bh. 17, S. 298

）。
確
か

に
現
代
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
七
〇
〇
年
以
上
も
前
に
無
造
作
に
投
入
し
て
外
在

的
・
批
判
的
に
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
も
言
い
え
よ
う
。
奴
隷
制
な
ど
は

も
と
よ
り
女
性
や
子
女
の
地
位
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
ト
マ
ス
は
認
め
て
い
る

で
は
な
い
か
、
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
だ
、
と
現
代
の
進
歩
的
な
学
者
は
言
う
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
メ
ス
ナ
ー
が
注
意
深
く
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
は
時

代
状
況
の
中
で
思
惟
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ト

マ
ス
は
、
殆
ど
カ
ン
ト
と
同
じ
見
解
に
到
達
し
て
い
る
の
だ
、
と
注
目
す
べ
き

認
識
を
も
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
（A

bh. 13, S. 251― 252

）。

四
五
　

ト
マ
ス
の
思
想
に
は
、
深
い
人
間
理
解
が
、
そ
れ
故
に
又
、
社
会
や
国

家
に
つ
い
て
の
理
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
の
社
会
秩
序
、
国
家
秩

序
を
考
え
て
い
く
場
合
に
法
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
法

は
、
人
定
法
で
も
あ
り
得
る
し
、
自
然
法
で
も
あ
り
得
る
。
そ
し
て
本
章
の
初

め
に
指
摘
し
た
よ
う
に
（
第
四
一
節
）
、
自
然
法
論
は
発
展
を
遂
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
も
、二
重
の
意
味
で
そ
う
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
六
　

法
領
域
に
お
け
る
発
展
な
い
し
展
開
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
そ
れ

と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
法
意
識
の
発
展
と
法
秩
序
の
発
展
で
あ
る

）
65
（

。
こ
れ
に

連
関
す
る
ト
マ
ス
の
著
作
の
重
要
箇
所
に
「
人
間
の
本
性
は
可
変
的
で
あ
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る
」（N

atura hom
inis est m

utabilis.

）
と
の
文
言
が
あ
る

）
66
（

。
こ
れ
を
基
礎
に

し
て
、
更
に
前
者
、
詰
り
、
法
意
識
の
発
展
に
直
結
す
る
次
の
文
言
を
参
照

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
人
間
の
理
性
は
可
変
的
で
不
完
全
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
法
意
識
も
又
、
不
完
全
か
ら
よ
り
完
全
へ
と
進
歩
す
る
こ
と
が
「
自
然

の
こ
と
」naturale
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（E

x parte quidem
 rationis, 

quia hum
anae rationi naturale esse videtur ut gradatim

 ab im
perfecto ad 

perfectum
 perveniat.

）、
と

）
67
（

。
こ
の
連
関
で
、
メ
ス
ナ
ー
は
人
間
本
性
に
究

極
的
に
は
基
づ
く
社
会
倫
理
規
範
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
発
言
を

行
っ
て
い
る
。

社
会
倫
理
規
範
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
決
し
て
空
虚
な
概
念
の
器
で
は
な
く
、
社

会
秩
序
の
発
芽
力
及
び
成
長
力
を
宿
し
て
お
り
、
そ
の
秩
序
内
で
人
間
は
進
歩

し
、
よ
り
人
間
的
な
自
己
の
存
在
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
第
一
の
理
由
と
し
て
、
倫
理
的
・
法
的
意
識
の
発
展
と
共
に
一
旦
獲
得
さ
れ

た
真
に
人
間
的
な
社
会
秩
序
の
根
本
価
値
と
根
本
規
範
に
つ
い
て
の
知
識
は
決
し

て
抹
消
さ
れ
得
な
い
（nicht w

ieder ausgelöscht w
erden kann

）
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
（A

bh. 7, S. 142

）。

ト
ミ
ス
ト
と
か
伝
統
的
自
然
法
論
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
大
な
り
小
な
り
こ

う
し
た
自
然
法
原
理
の
獲
得
に
お
け
る
不
可
変
更
性
、
不
可
逆
性
を
語
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
、こ
の
根
本
諸
原
理
を
メ
ス
ナ
ー

は
、„ B

estand von R
echtsnorm

en“

と
例
え
ば
呼
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
殊
更

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
に
属
す
る
が
、
こ
れ
を
訳
出
す
る
場
合
に
肝
腎
な
こ
と

は
趣
旨
を
踏
ま
え
て
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ
る

）
68
（

。

四
七
　

何
れ
に
せ
よ
、
法
意
識
及
び
法
秩
序
の
両
側
面
に
お
け
る
発
展
に
と
っ

て
基
準
を
提
供
す
る
も
の
は
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
は
「
共
同
善
」（utilitas 

com
m

unis, bonum
 com

m
une

）
で
あ
っ
た
。
共
同
善
の
基
本
は
国
家
的
に

統
合
さ
れ
た
社
会
の
統
一
と
平
和
の
確
保
に
こ
そ
置
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
正
義
の
秩
序
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。（
言
い
換
え
る
と
、
正
義
秩
序
に

反
す
る
統
一
と
平
和
と
は
語
義
矛
盾
と
な
る
。）
こ
の
正
義
は
、
古
来
、
法
律
的
正

義
、
配
分
的
正
義
、
交
換
的
正
義
（die gesetzliche, die austeilende und 

die Verkehrsgerechtigkeit

）
と
分
類
さ
れ
呼
ば
れ
て
来
た
（vgl. auch A

bh. 

15, S. 279f.

）。
し
か
し
、
そ
の
後
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
正
義
」（die soziale 

G
erechtigkeit, iustitia socialis

）
が
新
た
に
追
加
さ
れ
る

）
69
（

。
更
に
、
開
発
援

助
（E

ntw
icklungshilfe

）
の
問
題
も
大
き
く
浮
上
し
て
き
た

）
70
（

。
こ
れ
ら
は
言

う
ま
で
も
な
く
ト
マ
ス
の
与
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
自
然

法
の
歴
史
性
が
見
ら
れ
る
、
と
メ
ス
ナ
ー
は
語
る
（A

bh. 17, S. 300

）。

七―

2
　

法
領
域
に
お
け
る
発
展
と
根
底
で
こ
れ
を
支
え
る
基
本
洞
察

四
八
　

こ
こ
で
人
間
の
倫
理
的
・
法
的
根
本
知
識
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
そ

れ
は
、
掻
い
摘
ん
で
言
う
な
ら
、
ト
マ
ス
自
身
、
そ
し
て
ト
マ
ス
を
信
奉
す
る

ほ
と
ん
ど
総
て
の
ト
マ
ス
主
義
者
な
い
し
ス
コ
ラ
学
者
と
見
解
を
異
に
す
る
メ

ス
ナ
ー
独
特
の
学
説
に
関
わ
る
倫
理
的
・
法
的
原
理
認
識
理
論
で
あ
る

）
71
（

（A
bh. 

3, S. 61 A
nm

. 13, A
bh. 17, S. 303― 304

）。
ト
マ
ス
に
よ
る
と
論
理
的
並
び

に
倫
理
的
原
理
自
体
は
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
存
在
の
現
実
に
関

わ
り
な
く
思
惟
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
自
然
法
は
永
久
法
の
分
有

で
あ
る
と
い
う
考
え
が
結
合
さ
れ
る
と
、そ
の
結
果
、こ
れ
ら
の
諸
原
理
は
「
分

析
的
な
」
判
断
で
あ
る
、
詰
り
、
概
念
の
内
容
か
ら
生
じ
て
く
る
明
証
的
な
判
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断
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
そ
れ
は
概
念
必
然
的
に
（
論
理
的
に
）「
ア

プ
リ
オ
ー
リ
な
分
析
判
断
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
メ
ス
ナ
ー
は
そ

の
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
論
理
に
関
わ
る
基
礎
的
な
原
理
、
倫
理
並
び
に
法

に
関
わ
る
基
礎
的
な
原
理
は
「
ア
プ
リ
オ
ー
リ
な
総
合
判
断
」（synthetische 

U
rteile a priori

）
で
あ
る
、
即
ち
、
経
験
と
簡
単
な
理
性
の
考
量
に
基
づ
い

て
成
り
立
つ
直
接
的
に
自
明
な
真
理
で
あ
る
と
の
新
学
説
を
立
て
た
の
で
あ
っ

た
（A

bh. 3, S. 59― 63. 
詳
細
は
、『
文
化
倫
理
学
』
参
照
）。

　

こ
う
し
た
人
間
の
存
在
構
造
に
定
礎
さ
れ
た
基
底
的
原
理
認
識
が
存
在
し
機

能
す
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
社
会
に
お
け
る
倫
理
的
法
的
領
域
に
お
け
る
普
遍
的

進
展
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ

と
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
（
第
三
八
節
、
及
び
第
四
六
節
）
。
そ
こ
で
、
次
に
こ

の
こ
と
を
簡
単
に
で
も
説
明
し
て
お
き
た
い
。

四
九
　

メ
ス
ナ
ー
は
、
人
間
の
生
存
に
と
っ
て
「
家
族
」
が
特
別
の
意
味
を
有

す
る
こ
と
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
キ
ケ
ロ
ー
に
依
拠
し
つ
つ
随
処
で
論
じ
て

い
る
。
我
々
人
間
は
、黄
金
律
を
始
め
と
し
て
他
の
倫
理
原
理
や
法
原
理
を「
原

社
会
」U

rgem
einschaft

と
し
て
の
「
家
族
」
の
中
で
習
得
し
て
い
く
存
在
で

あ
る
。
詰
り
、
人
間
は
何
よ
り
も
先
ず
「
家
族
的
存
在
」ein Fam

ilienw
esen

で
あ
る
。

実
に
人
間
こ
そ
が
家
族
共
同
体
の
中
で
の
共
同
生
活
へ
と
人
間
を
駆
り
立
て
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
秩
序
に
よ
っ
て
の
み
、
す
べ
て
の
人
間
は
そ
の
存
在
を
獲
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
人
間
本
性
に
関
す
る
理
論
的
認
識
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
最
も
重
要
な
身
体
的
か
つ
精
神
的
要
求
を
満
た
す
の
に
何
が
必
要
で
あ
る
か

と
い
う
人
間
の
経
験
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
倫
理
的
・
法
的
な
基
本
原
理
は
、

人
間
が
そ
の
本
性
自
身
に
促
さ
れ
て
社
会
秩
序
の
形
成
に
踏
み
入
る
や
否
や
、
具0

体
的
内
容
を
以
て
体
験
さ
れ
習
得
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
第
一
段
階
は
、（
存
在
論
的
に

も
歴
史
的
に
も
）
原
社
会
、
即
ち
家
族
集
団
と
種
族
集
団
に
お
い
て
行
わ
れ
る

）
72
（

。

要
す
る
に
、
人
間
は
、
倫
理
原
理
（
自
然
法
原
理
）
を
そ
の
具
体
的
態
様
に
お
い

て
体
得
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
旦
倫
理
原
理
が
、
例
え
ば
黄
金
律
が
経
験
に
よ
っ
て
意
識
さ

れ
る
段
に
な
る
と
、「
人
間
本
性
自
身
に
よ
っ
て
、
そ
れ
故
あ
ら
ゆ
る
人
間
に

よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
人
間
本
性
自
身
に
対
し
て
、
そ
れ
故
あ
ら
ゆ

る
人
間
に
対
し
て
負
う
べ
き
と
こ
ろ
の
、
行
為
へ
の
直
接
的
洞
察
と
と
も
に
必

然
的
か
つ
普
遍
的
に
義
務
づ
け
る
黄
金
律
の
妥
当
性
へ
の
直
接
的
洞
察
と
が
人

間
の
直
視
す
る
認
識
に
生
じ
て
く
る

）
73
（

」。
従
っ
て
、
自
然
法
原
理
は
、
人
間
が

原
社
会
の
中
で
人
間
に
相
応
し
く
生
き
て
い
く
た
め
の
生
存
秩
序
の
基
本
原
理

と
し
て
、
各
人
に
よ
っ
て
体
得
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
常
に
具
体
的
内
容

を
伴
っ
て
体
得
さ
れ
る
が
故
に
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
ー
ピ
ッ
チ
ュ
が
主
張
す
る

よ
う
な
「
内
容
空
虚
な
定
式
」inhaltsleere Form

eln

な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
、そ
れ
は
経
験
に
制
約
さ
れ
た
「
総
合
判
断
」
で
あ
る
が
、

「
熟
慮
す
る
理
性
に
と
っ
て
は
直
接
的
に
明
白
に
な
り
必
然
的
に
か
つ
普
遍
的

に
妥
当
す
る
点
で
明
白
で
あ
る
が
故
に
、先
天
的
性
格
を
有
す
る

）
74
（

」。そ
れ
故
に
、

自
然
法
原
理
は
「
先
天
的
総
合
判
断
」
で
あ
る
と
、
メ
ス
ナ
ー
は
説
く
に
到
っ

た
の
で
あ
る
。

五
〇
　

さ
て
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
先
に
（
第
一
一
節
参
照
）
予
告
し
て
お
い
た

フ
ラ
ン
ツ
・
ベ
ッ
ク
レ
の
見
解
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
ベ
ッ
ク
レ

）
75
（

（
元
ボ
ン

大
学
教
授
）
は
、
ブ
ル
ー
ノ
・
シ
ュ
ラ
ー

）
76
（

（
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
名
誉
教
授
）
と
並
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ぶ
戦
後
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
倫
理
神
学
者
（
道
徳
神
学
者
）
の
一
人
で
あ
っ
た
。

そ
の
編
著
『
論
争
の
最
中
に
あ
る
自
然
法
』（
一
九
六
六
年
刊
行
）
は
、
伝
統
的

自
然
法
論
に
異
議
を
唱
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
道
徳
神
学
の
側
か
ら
出
さ
れ
た
書
物

で
あ
る

）
77
（

。
寄
稿
者
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
X
・
カ
ウ
フ
マ
ン
、
A
・
G
・
M
・
フ
ァ

ン
・
メ
ル
ゼ
ン
、
J
・
T 

h
・
ア
ル
ン
ツ
、
そ
し
て
編
集
者
の
ベ
ッ
ク
レ
で

あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
の
平
板
な
社
会
学
主
義
的
な
主
張
［
異
な
る
文
化
圏
で
は
文

化
規
範
は
大
い
に
異
な
る
内
容
を
有
す
る
と
す
る
相
対
主
義
の
主
張
］
に
対
し
て
は
、
フ

リ
ッ
ツ
・
ケ
ル
ン
の
研
究
［
内
密
的
に
し
て
強
力
な
団
体
、
即
ち
、
家
族
か
ら
近
く
の

小
さ
な
者
の
す
べ
て
に
対
し
て
自
然
的
共
同
感
情
の
温
も
り
が
放
射
さ
れ
る
、
即
ち
、
家
族

共
同
体
に
お
い
て
共
同
善
の
規
制
規
範
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
］
を
反
証
と
し

て
挙
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
（A

bh. 8, S. 148― 151

）。
ド
ミ
ニ
コ
会
の
哲
学

大
学
教
授
ア
ル
ン
ツ
は
、
な
る
ほ
ど
他
の
寄
稿
者
と
は
多
少
立
場
は
違
う
。
し

か
し
、
せ
っ
か
く
ト
マ
ス
説
を
詳
細
に
論
じ
て
後
期
ス
コ
ラ
学
に
お
け
る
軌
道

逸
脱
の
発
生
及
び
そ
の
帰
結
ま
で
語
っ
て
お
り
、
更
に
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
カ
ト
ラ

イ
ンC

athrein

や
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
シ
ュVerm

eersch

の
「
倫
理
的
硬
直
主
義
」

に
も
言
及
し
て
は
い
る
も
の
の
、肝
腎
な
現
代
へ
の
関
連
付
け
が
欠
け
て
い
る
。

否
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
実
は
、
十
九
世
紀
に
そ
れ
と
は
異
な
る
重
要
な
動
き
が
、

例
え
ば
ル
イ
ー
ジ
・
タ
パ
レ
ッ
リ
に
お
い
て
大
々
的
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
）
78
（

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
当
然
言
及
す
べ
き
動
向
へ
の
論
述
は
見
ら
れ
な
い
。

そ
れ
よ
り
最
大
の
問
題
は
ベ
ッ
ク
レ
で
あ
る
。

七―

3
　

反
自
然
法
論
の
吟
味

五
一
　

ベ
ッ
ク
レ
は
、
一
方
で
は
倫
理
神
学
に
自
然
法
は
必
要
で
な
く
は
な
い

と
言
い
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
、
超
時
間
的
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
法
の
観
念

に
対
抗
し
て
「
人
間
の
歴
史
性
」
を
持
ち
出
し
、「
法
及
び
自
然
法
の
歴
史
性
」

を
主
張
す
る

）
79
（

。
し
か
し
、
問
題
は
法
が
歴
史
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど

の
程
度
な
の
か
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
の
か
。
実
定
法
に
関
し
て
価
値

判
断
を
下
す
場
合
に
不
変
的
一
般
的
法
命
題
が
ど
こ
ま
で
基
準
を
提
供
で
き
る

の
か
が
大
切
な
の
で
は
な
い
か
。ベ
ッ
ク
レ
を
始
め
多
く
の
ス
コ
ラ
学
者
に
は
、

そ
し
て
勿
論
実
証
主
義
系
の
学
者
に
も
、
一
般
的
法
命
題
は
観
念
的
な
抽
象
物

と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。「
し
か
し
、
自
然
法
の
現
実
に
お

い
て
は
こ
う
し
た
抽
象
物
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」（A

bh. 8, S. 156

）。
多

少
長
く
な
る
が
、
明
解
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
以
下
に
訳
出
し
て
み
よ
う
（A

bh. 

8, S. 156― 157

）。

自
然
法
と
法
の
歴
史
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
こ
の
存
在
論
的
概
念
は
極
め
て
重

要
な
意
味
を
有
す
る
。
一
．
人
間
と
法
の
歴
史
性
は
、
人
間
が
既
に
存
在
す
る
場

合
に
初
め
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
存

在
す
る
な
ら
ば
、
行
為
様
態
の
具
体
的
な

0

0

0

0

秩
序
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
家
族
共
同
体
の
中
で
人
間
本
性
自
体
（
生
き
生
き
し
た
関
係
と
自
己
利
益
）
に

よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
。
説
明
の
た
め
に
前
に
言
及
し
た
旧
石
器
時
代
の
家
族
共
同

体
に
お
け
る
自
然
法
の
現
実
の
指
摘
が
有
益
で
あ
ろ
う
。二
．存
在
論
的
に
、即
ち
、

人
間
本
性
の
作
用
様
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た
自
然
法
現

実
は
歴
史
を
通
し
て
人
間
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
自
然
法
の
現
実
在
が
繰
り
返
し

自
己
を
貫
徹
す
る
と
い
う
こ
の
こ
と
が
、
全
体
主
義
体
制
の
権
力
者
の
不
安
と
な

る
。
三
．
理
性
は
、
充
足
し
た
実
存
が
万
人
に
可
能
と
な
る
に
は
、
具
体
的
な
行

為
規
範
が
万
人
に
と
っ
て
拘
束
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
洞
察
す
る
。
そ
の

一
般
的
で
必
然
的
な
妥
当
性
は
完
全
に
発
達
し
た
理
性
に
と
っ
て
直
接
的
に
明
証
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的
と
な
る
。
四
．
更
に
超
越
的
当
為
の
経
験
が
加
わ
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
が

人
間
の
意
味
解
釈
に
よ
っ
て
突
き
止
め
ら
れ
得
る
「
超
越
的
当
為
」
の
経
験
が
先

ず
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
超
越
的
な
当
為
は
具
体
的
な
行
為
規
範
と
結

び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
二
　

ベ
ッ
ク
レ
は
こ
の
他
に
も
、
例
え
ば
、
自
然
的
倫
理
法
則
（das 

natürliche Sittengesetz. 
自
然
道
徳
律
と
も
訳
す
）
を
「
責
任
を
負
う
自
己
実
現
へ

の
当
為
要
求

）
80
（

」
と
定
義
す
る
が
、こ
れ
だ
け
で
は
「
自
己
実
現
」
が
何
を
意
味
し
、

「
責
任
を
負
う
」
が
何
を
意
味
す
る
か
、
不
明
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク
レ
は
本
質
へ

の
問
い
と
規
準
へ
の
問
い
の
相
違
を
知
ら
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
詰
り
、
彼

は
「
人
間
は
人
間
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い

）
81
（

」
と
一
応
は

言
え
る
と
し
て
も
、
本
当
の
問
題
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
人
間
と
は
何
者
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
な
客
観
的
な
規
準
に
基
づ
い
て
彼
は
存
在
し
、
彼
自
身
で
あ
る

と
こ
ろ
の
も
の
に
な
り
得
る
の
か
、
と
（A

bh. 8, S. 157
）。
ベ
ッ
ク
レ
の
立

論
か
ら
は
、
例
え
ば
、
性
倫
理
、
婚
姻
倫
理
な
ど
の
客
観
的
な
倫
理
基
準
は
何

ら
語
ら
れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。メ
ス
ナ
ー
の
判
定
に
よ
る
と
、ベ
ッ

ク
レ
の
自
然
法
論
批
判
の
目
標
は
、
発
達
、
歴
史
性
、
所
与
の
現
実
と
の
格
闘

を
通
し
て
の
具
体
的
現
存
在
企
投
に
基
づ
く
自
己
実
現
と
い
う
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
用
い
て
、
彼
の
考
え
る
新
し
い
婚
姻
道
徳
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
は
全
体
と
し
て
失
敗
で
あ
っ
た
（A

bh. 8, S. 158

）。

五
三
　

ベ
ッ
ク
レ
は
彼
の
編
集
し
た
書
物
の
最
後
で
、
聖
書
神
学
に
依
拠
し

て
彼
の
解
す
る
新
し
い
婚
姻
道
徳
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
完

全
に
自
然
法
か
ら
離
れ
る
。
さ
な
が
ら
状
況
倫
理
［
正
し
く
はsituation ethics

（Situationsethik

）
で
は
な
く
、situationalist ethics

（situationalistische E
thik

）、
即
ち
、

状
況
主
義
倫
理
学
と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
私
は
思
う
が
］
の
主
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー

）
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（

を
思
わ
せ
る
立
論
で
あ

る
。「
愛
」の
教
え
だ
け
が
公
認
さ
れ
、婚
姻
制
度
は
他
の
す
べ
て
の
制
度
同
様
、

或
い
は
ユ
ダ
ヤ
の
或
い
は
後
世
の
取
極
め
た
制
度
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
「
愛
」
だ
け
で
倫
理
的
行
為
の
「
批
判
的
規
準
」
と
な
り
得
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
ア
ダ
ム
・
シ
ャ
フ
は
共
産
主
義
に
つ
い
て
「
そ
の
出
発
点
に
つ
い
て

み
て
も
、
そ
の
到
達
点
に
つ
い
て
み
て
も
、
社
会
主
義
は
隣
人
愛
の
学
説
で
あ

る
。」
と
言
っ
て
の
け
た
（A

bh. 8, S. 160

）。
し
か
し
、
確
か
に
メ
ス
ナ
ー
が

明
言
す
る
よ
う
に
、「
共
産
主
義
と
い
う
強
制
体
制
下
で
愛
の
命
令
が
正
し
く

理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
に
就
い
て
の
判
断
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
客
観
的

規
準
を
必
要
と
す
る
」（A

bh. 8, S. 160

）
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

八
　

結
論―

要
約
と
メ
ス
ナ
ー
自
身
の
晩
年
の
発
言―

五
四
　

以
上
、
急
ぎ
足
で
、
最
近
出
版
さ
れ
た
著
作
集
第
六
巻
所
収
の
諸
論
文

に
依
拠
し
つ
つ
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
晩
年
の
思
想
の
一
端
の
紹
介
を
試
み
て

き
た
。
そ
れ
は
、
一
端
で
は
あ
っ
て
も
、
周
辺
的
な
事
柄
で
は
な
く
、
重
要
な

問
題
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
（
そ
れ
故
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
が
詳
細
な
論
述

に
値
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
。
そ
し
て
、
以
上
本
稿
の
考
察
は
、
要
す
る
に
、

彼
が
若
か
り
し
時
か
ら
抱
き
続
け
て
思
索
を
重
ね
て
い
っ
た
諸
問
題
を
巡
っ
て

晩
年
に
彼
自
身
に
よ
っ
て
再
度
纏
め
ら
れ
た
、
法
哲
学
上
の
重
要
問
題
［
よ
り

厳
密
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
法
哲
学
を
中
心
と
し
て
そ
の
隣
接
諸
学
に
ま
で
広
が
っ
て
い
く

重
要
問
題
］
と
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
確
認
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た

）
83
（

。
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五
五
　

か
く
し
て
、
我
々
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
基
本
特

徴
を
項
目
的
に
次
の
如
く
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　

メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
が
そ
れ
に
属
す
る
伝
統
的
自
然
法
論
は
、
実
証
主
義

思
想
と
も
、
近
代
的
自
然
法
論
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。

一
　

カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
に
は
神
学
的
社
会
倫
理
学
と
哲
学
的
社
会
倫
理

学
と
が
あ
り
、
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
は
、「
哲
学
的
」
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫

理
学
に
該
当
す
る

）
84
（

。

一
　

メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
に
拠
る
と
、自
然
法
は
、「
法
の
存
立
状
態
」
及
び
「
学

問
」
と
し
て
の
自
然
法
で
あ
る
。

一
　

学
問
と
し
て
の
自
然
法
は
、
基
礎
理
論
と
応
用
部
門
と
に
大
別
さ
れ
る
。

特
に
応
用
部
門
に
お
い
て
は
経
験
科
学
へ
の
深
い
理
解
が
要
求
さ
れ
る

）
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（

。

一
　

人
権
の
根
底
に
は
「
人
間
の
尊
厳
」
が
厳
存
す
る
。
こ
れ
を
明
瞭
に
語
っ

た
の
は
「
創
世
記
」
に
お
け
る
啓
示
で
あ
っ
た
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
こ
れ
を

哲
学
的
次
元
へ
転
轍
す
る
こ
と
が
実
行
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
の
功
績
が
見
ら
れ

る
遙
か
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

一
　

人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
基
礎
づ
け
問
題
が
様
々
な
角
度
か
ら
論
究
さ
れ

た
。

一
　

学
問
的
・
反
省
的
認
識
の
根
底
に
は
、
常
に
「
た
だ
の
人
」
の
直
接
的
な

経
験
知
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
無
く
し
て

は
実
は
我
々
の
日
常
生
活
は
送
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
　

自
然
法
原
理
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
」
で
あ
る
と
い
う
メ
ス
ナ
ー

の
認
識
論
的
一
大
貢
献
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
基
礎
経
験
が

あ
れ
ば
こ
そ
人
類
は
こ
れ
ま
で
連
綿
と
繁
栄
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
基
礎
的
社
会
細
胞
と
し
て
の
家
族
共
同
体
の
大
き
な
位
置
と
役
割

に
つ
い
て
我
々
は
再
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
六
　

こ
こ
で
、
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
要
諦
を
彼
自
身
が
後
継
者
ヴ
ァ
イ

ラ
ー
教
授
と
の
対
談
の
中
で
語
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
一
部
紹
介
し
て
お
き

た
い

）
86
（

。
先
ず
、
九
十
歳
の
誕
生
日
を
目
前
に
し
た
一
九
九
一
年
の
あ
る
日
の
対

話
で
、
メ
ス
ナ
ー
は
次
の
如
く
語
っ
て
い
る
。

私
の
法
現
実
主
義

0

0

0

0

0

0

0

は
、
解
放
の
神
学
が
展
開
し
て
来
た
よ
う
な
教
会
内
で
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
を
語
る
諸
傾
向
に
対
抗
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
構
成
さ
れ
た
未
来
の
理
想

と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
本
質
に
お
い
て
誤
っ
て
お
り
、
今
日
の
経
済

に
お
け
る
我
々
の
課
題
か
ら
我
々
の
眼
を
そ
ら
す
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
！
　

我
々
の
今
日
の
課
題
は
現
在
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
教
会
に
お
い
て
は

法
現
実
主
義
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。…
…
自
然
法
は
な
る
べ
く
経
験
に
即
し
て
、

詰
り
、
現
実
在
の
分
析
を
通
し
て
経
験
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

）
87
（

。

こ
の
基
本
的
な
学
問
姿
勢
は
、
特
に
英
国
亡
命
期
の
英
語
文
化
圏
で
の
経
験
に

由
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

）
88
（

。
そ
う
と
は
言
え
、
メ
ス
ナ
ー
自
身
「
私
は
、
例
え
ば

『
職
業
身
分
秩
序
』
に
関
す
る
私
の
そ
れ
以
前
の
見
解
を
撤
回
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た

）
89
（

」
と
語
っ
て
い
る
。『
社
会
経
済
学
と
社
会

倫
理
学―

体
系
的
経
済
倫
理
学
の
基
礎
づ
け
の
た
め
の
研
究
』
に
就
い
て
、
著

者
メ
ス
ナ
ー
は
社
会
生
活
の
一
領
域
の
倫
理
問
題
、
つ
ま
り
、
経
済
倫
理
の
諸

問
題
を
説
く
に
当
た
っ
て
「
分
析
的
に
経
験
お
よ
び
経
験
諸
科
学
か
ら
説
き
起

こ
し
、
原
理
か
ら
説
き
始
め
は
し
な
か
っ
た
」
と
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に

）
90
（

、
英
国
に
渡
る
以
前
か
ら
、
メ
ス
ナ
ー
は
人
間
社
会
の
現
実
に
並
々
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な
ら
ぬ
関
心
を
有
し
て
そ
の
学
問
的
活
動
を
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
七
　

次
に
、
一
九
七
九
年
九
月
十
四
日
の
対
話
か
ら
経
験
に
定
位
し
た
自
然

法
論
に
関
連
す
る
も
の
を
紹
介
し
よ
う
。

経
験
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
と
丁
度
同
じ
よ
う
に
、

倫
理
学
に
お
い
て
も
重
要
な
の
で
す
。
…
…
人
間
は
何
よ
り
も
先
ず
家
族
的
な
存

在
で
す
。
家
族
の
中
で
人
間
は
そ
の
最
初
の
認
識
を
形
成
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ

を
後
に
使
用
し
、
国
民
と
し
て
も
使
用
す
る
の
で
す
。

直
接
的
に
明
白
な
原
理
こ
そ
が
真
理
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
先
ず
獲
得
さ
れ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
詰
り
、
経
験
か
ら
学
び
取
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
が
充
足
し
た
現
存
在
を
見
出
そ
う
と
す
る
か
ら

に
外
な
り
ま
せ
ん
。
自
己
実
現
へ
の
関
心
こ
そ
、人
間
を
規
定
し
ま
す
。
だ
か
ら
、

人
間
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
で
す
。
自
己
実
現
は
あ
ら
ゆ
る
生
物
に
当
て
は
ま

る
こ
と
で
す

）
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（
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よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
倫
理
的
真
理
に
就
い
て
は
、
生
得
説
と
後
天
的
獲
得

説
と
が
見
ら
れ
る
。
ト
マ
ス
は
、
勿
論
生
得
説
を
採
る
。
詰
り
、
真
理
は
理
性

自
身
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、こ
れ
を
否
定
し
た
。
こ
こ
で
は
、

ト
マ
ス
に
も
ヒ
ュ
ー
ム
に
も
立
ち
入
ら
な
い
。
メ
ス
ナ
ー
の
見
解
は
、
一
種
独

特
の
も
の
で
あ
っ
た
。
徹
底
的
に
経
験
に
注
目
す
る
と
い
う
道
で
あ
っ
た
。

私
の
新
し
い
道
、
そ
れ
は
、
も
は
や
人
間
本
性die M

enschennatur

で
は
な

く
、
人
間
本
性
の
作
用
様
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0die W
irkw

eise der m
enschlichen N

atur

で
し
た
。

…
…
す
べ
て
の
生
物
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
自
己
実
現
を
求
め
て

払
わ
れ
る
努
力
で
す
。
こ
れ
は
人
間
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
規
範
を
先
ず
発
見
す
る
と
い
う
の
で
は
行
け
ま
せ
ん
。
人
間
は
家
族

0

0

0

0

0

共
同
体
の
中
で
こ
の
規
範
を
習
得
す
る
の
で
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。倫
理
的
意
識
の
成
長
に
伴
っ
て
、

人
間
は
こ
れ
が
義
務
的
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
す
る
に
至
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
う

し
て
の
み
自
己
実
現
が
可
能
と
な
り
得
る
か
ら
で
す
。
自
然
法
に
と
っ
て
決
定
的

な
の
は
、
人
間
の
本
性

0

0

で
は
な
く
、
こ
の
作
用
様
態

0

0

0

0

で
す
。
何
と
な
れ
ば
、
生
物

と
し
て
の
人
間
は
、
自
ら
の
素
質
の
完
全
な
展
開
と
実
現
と
を
求
め
、
人
間
の
尊

厳
に
適
う
現
存
在
を
求
め
る
か
ら
な
の
で
す

）
92
（
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以
上
の
如
く
、
メ
ス
ナ
ー
の
新
し
い
自
然
法
論
で
は
、
古
来
の
演
繹
的
な
永
久

法
の
分
有
か
ら
論
を
展
開
す
る
形
式
で
は
な
く
、
経
験
現
実
に
最
大
限
の
注
目

を
払
う
姿
勢
が
採
ら
れ
た
。
人
間
本
性
と
い
う
抽
象
的
な
出
発
点
で
は
な
く
、

そ
の
本
性
の
作
用
様
態
に
着
目
し
た
訳
で
あ
る
。
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
就
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
神
学
の
陣
営
か
ら
批
判
と
反

撥
と
が
繰
り
出
さ
れ
た
。
尤
も
そ
の
多
く
は
、
浅
薄
な
誤
解
に
由
来
す
る
も
の

で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
。

五
八
　

一
九
七
八
年
七
月
七
日
の
対
話
か
ら
、
倫
理
的
真
理
乃
至
自
然
法
原

理
の
認
識
論
的
問
題
に
就
い
て
メ
ス
ナ
ー
自
身
が
ど
の
よ
う
に
説
い
て
い
る

か
引
用
し
よ
う
（
第
二
一
、
二
八
、
三
八
節
を
も
参
照
）
。
ス
コ
ラ
学
はSynderese

（synderesis

）
の
概
念
を
使
用
し
な
が
ら
も
、
人
間
本
性
の
作
用
様
態
の
実
態

を
正
確
に
は
認
識
し
な
か
っ
た
。
ト
マ
ス
自
身
は
、
し
か
し
、「
す
べ
て
の
認

識
は
経
験
か
ら
出
発
す
る
」（onm

is cognitio ex sensu

）
と
語
っ
て
い
る
で

は
な
い
か
。
メ
ス
ナ
ー
は
そ
の
ト
マ
ス
の
道
を
歩
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

子
供
で
さ
え
有
し
得
る
相
違
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
経
験
が
あ
る
で
は
な
い
で
す

か
。
全
体
は
諸
部
分
よ
り
も
大
き
い
と
か
、
満
杯
の
瓶
と
空
瓶
と
の
区
別
を
行
う

の
で
す
。
…
…
そ
う
し
て
子
供
は
「
真
理
」
を
習
得
し
て
い
く
の
で
す
。
同
様
に
、

人
間
は
倫
理
規
範
に
よ
っ
て
自
分
の
自
由
に
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
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ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
そ
れ
に
馴
染
ん
で
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

直
接
的
な
倫
理
認
識
は
家
族
の
中
に
あ
る
子
供
に
認
識
さ
れ
る
の
で
す
。
誰
だ
っ

て
完
全
な
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
よ
う
と
欲
し
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
決
し
て

犬
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
模
範
像
か
ら
原
理
が
形
成
さ

れ
る
の
で
す

）
93
（

。

か
く
し
て
獲
得
洞
察
さ
れ
る
諸
原
理
は
、「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
」
と

メ
ス
ナ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
主
著
『
文
化
倫
理
学
』
に
お
い
て
論
証
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た

）
94
（

。
こ
こ
で
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
」
判
断
で
あ
る
こ
と
に
連
関

す
る
次
の
箇
所
を
注
目
し
て
お
き
た
い
。

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
判
断
は
、
あ
く
ま
で
も
経
験
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
獲
得
さ
れ
る

の
で
す
。
後
に
な
っ
て
か
ら
始
め
て
そ
れ
ら
判
断
が
拘
束
的
で
あ
る
こ
と
が
洞
察

さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
完
全
な
人
間
存
在
が
可
能
と
な
ら

な
い
か
ら
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
簡
単
な
考
察
が
あ
る
だ
け
で
す
。
…
…
こ
の

こ
と
は
大
き
な
社
会
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
す
。
誰
だ
っ
て
、
真
に
人
間
的

な
存
在
を
獲
得
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、大
き
な
社
会
に
も
又
、

拘
束
的
な
も
の
が
存
在
す
る
の
で
す

）
95
（

。

五
九
　

我
々
は
、
先
に
第
五
七
節
で
、
メ
ス
ナ
ー
が
自
然
法
論
を
展
開
す
る
に

際
し
て
、
人
間
本
性
か
ら
で
は
な
く
人
間
本
性
の
作
用
様
態
か
ら
考
察
を
開
始

し
て
い
た
こ
と
に
触
れ
た
。
そ
れ
は
、別
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
、人
間
の
「
実

存
的
目
的
」
か
ら
考
察
を
開
始
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

）
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（

。

　

一
九
七
八
年
七
月
七
日
の
対
話
か
ら
も
う
一
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ

は
、
メ
ス
ナ
ー
九
十
歳
の
誕
生
日
前
に
行
わ
れ
た
対
話
に
お
い
て
も
彼
自
身
が

ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
を
重
ね
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
割
愛
す
る
訳

に
い
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

人
間
に
つ
い
て
の
学
問
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
科
学
の
統
合
的
構
成
要
素
で
す
。
で

す
か
ら
、
例
え
ば
社
会
学
は
人
間
の
「
実
存
的
な
る
も
の
」
に
帰
ら
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
…
…
現
実
在
す
る
も
の
は
総
て
、
創
造
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
価
値
追

求
に
含
ま
れ
、
そ
の
自
然
法
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
自
然
法
は
、
価
値
追
求
と
義

務
付
け
を
伴
う
根
本
価
値
の
認
識
と
を
結
び
つ
け
ま
す
。
自
然
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
が
人
間
に
と
っ
て
同
時
に
自
然
法
の
創
造
的
な
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
限
り
で
倫
理
規
範
は
、
先
ず
以
て
、
存
在
の
本
性
で
す
。
倫
理
規
範
は
そ
う

し
て
始
め
て
私
た
ち
が
存
在
の
諸
形
式
に
お
い
て
、
或
い
は
必
然
的
な
本
質
と
原

理
に
お
い
て
認
識
す
る
法
則
な
の
で
す
。
…
…

倫
理
学
を
更
に
詳
し
く
眺
め
て
見
る
と
、
例
え
ば
経
済
倫
理
学
と
し
て
眺
め
て
見

る
と
、
そ
の
実
践
課
題
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
に
は
い

つ
で
も
、
す
べ
て
の
文
化
段
階
に
お
い
て
常
に
変
化
し
て
い
く
人
間
生
活
の
形
態

に
適
用
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
歴
史
上
で
は
利
息

の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
す
べ
て
の
社
会
現
象
の
場
合
に
も
そ
う
な
の
で
す
が
、

経
済
学
に
お
い
て
も
常
に
相
対
的
な
固
有
法
則
性
に
注
目
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す

し
、
そ
う
し
て
初
め
て
ロ
ゴ
ス
と
エ
ト
ス
と
を
結
合
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の

で
す

）
97
（
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六
〇
　

メ
ス
ナ
ー
学
派
の
人
々
は
、
メ
ス
ナ
ー
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
「
新
し

い
自
然
法
」
体
系
を
具
体
的
に
仕
上
げ
て
い
く
仕
事
を
、
学
問
的
に
も
実
践

的
に
も
継
続
し
て
今
日
に
到
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
後
継
者
の
ル
ー
ド
ル
フ
・

ヴ
ァ
イ
ラ
ー
は
特
に
国
際
倫
理
学
（internationale E

thik

）
と
い
う
新
し
い

学
問
領
域
の
開
拓
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
る
。ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ミ
ッ

ツ
は
大
蔵
大
臣
、
国
立
銀
行
総
裁
と
し
て
実
経
済
の
舵
取
り
を
政
治
家
と
し
て
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の
立
場
か
ら
執
っ
た
学
者
で
あ
る
。
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ャ
ン
ベ
ッ
ク
は
リ
ン
ツ

大
学
で
教
鞭
を
執
り
つ
つ
長
期
に
わ
た
っ
て
参
議
院
副
議
長
を
務
め
た
。
教
皇

庁
社
会
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
で
も
あ
る
。
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ン
・
ツ
ィ
フ
コ

ヴ
ィ
ッ
ツ
は
社
会
問
題
に
果
敢
に
発
言
す
る
社
会
倫
理
学
者
で
あ
る
。
ア
ル
フ

レ
ー
ト
・
ク
ロ
ー
ゼ
も
多
方
面
で
活
躍
し
て
い
る
。
ル
ー
ド
ル
フ
・
メ
ス
ナ
ー

は
教
育
学
領
域
で
自
然
法
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。
孫
弟
子
に
当
た
る
世
代
に

も
幾
人
も
継
承
者
が
、例
え
ば
、メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
で
学
位
を
取
得
し
た
ヴ
ェ

ル
ナ
ー
・
フ
ラ
イ
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
補
佐
司
教
を
始
め
、
そ
の
他
、
レ
ー
オ
ポ
ル

ト
・
ノ
イ
ホ
ル
ト
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
シ
ュ
ナ
ラ
ー
等
の
若
手
研
究
者
が
現
わ
れ

て
い
る
。
今
後
も
こ
う
し
た
メ
ス
ナ
ー
学
派
に
よ
る
作
業
は
継
続
さ
れ
て
い
く

こ
と
で
あ
ろ
う

）
98
（

。
私
自
身
も
微
力
な
が
ら
そ
の
一
翼
を
担
い
た
い
と
考
え
て
自

然
法
論
者
の
末
席
を
汚
し
て
い
る
。

六
一
　

以
上
で
、
メ
ス
ナ
ー
自
身
に
よ
る
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
核
心
部
分

の
紹
介
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
に
は
そ
の
思
想
の
基
盤
に
人
間
本
性

へ
の
、
そ
し
て
そ
の
作
用
様
態
へ
の
認
識
が
あ
っ
た
。
私
自
身
は
、
そ
れ
を
踏

ま
え
て
、
人
間
の
定
義
と
し
て
「
国
家
を
志
向
す
る
家
族
的
存
在
」M

ensch 

als staatsbezogenes Fam
ilienw

esen

を
嘗
て
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
る

）
99
（

。
尚
最

後
に
、
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る

家
族
の
意
義
に
関
連
す
る
一
文
と
自
然
法
倫
理
学
の
動
態
に
関
わ
る
一
文
を
引

用
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

社
会
の
細
胞
で
あ
る
家
族
に
即
し
て
み
て
、
倫
理
的
自
然
法
則
［
い
わ
ゆ
る
自
然

的
倫
理
法
則
、
道
徳
律
］
は
諸
民
族
、
諸
文
化
の
最
も
確
実
な
生
命
法
則
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
不
動
で
あ
る
と
判
明
す
る

）
100
（

。

誤
謬
を
常
に
少
し
で
も
克
服
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
即
ち
、
事
物
の
本
性
に
益
々

接
近
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
自
然
法
の
発
展
を
、
延
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
す
る

状
況
を
考
慮
し
て
の
倫
理
的
法
的
意
識
の
常
に
新
し
い
定
式
化
の
発
展
を
促
し
形

成
し
て
き
た

）
101
（

。

註
（
1
）
　

ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
は
、
一
八
九
一
年
二
月
十
六
日
に
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
に
近

い
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ツ
に
生
れ
、
一
九
八
四
年
二
月
十
二
日
に
ヴ
ィ
ー
ン
に
歿
し
た
。
そ

の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
生
涯
と
著
作
」、『
社
会
と

倫
理
』
第
十
八
号
（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
）
七
五―

一
二
三

頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
　

上
掲
拙
稿
、
九
六
頁
以
下
参
照
。
第
八
回
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
記
念
国
際
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
二
〇
〇
七
年
九
月
下
旬
に
ヴ
ィ
ー
ン
郊
外
の
メ
ー
ド
リ
ン
グ
に

在
る
サ
ン
ク
ト
・
ガ
ー
ブ
リ
エ
ル
神
言
会
修
道
院
を
会
場
に
、「
発
展
す
る
人
間

と
自
然
法
」
の
統
一
論
題
の
下
、
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
尚
、
カ
ト
リ
ッ
ク

社
会
理
論
の
分
野
で
貢
献
著
し
か
っ
た
オ
ス
ワ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ネ
ル
＝
ブ
ロ
イ

ニ
ン
グ
と
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ヘ
フ
ナ
ー
に
就
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
を
冠
し
た
研

究
所
な
い
し
協
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。O

sw
ald von N

ell-B
reuning Institut 

für W
irtschaftsethik in Frankfurt am

 M
ain, Joseph H

öffner G
esellschaft in 

B
onn.

（
3
）
　

ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
主
要
著
作
（
十
一
冊
）
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
上
掲
拙

稿
、
一
〇
四―

一
一
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）
　

主
著
『
自
然
法
』
の
初
版
で
は
、
社
会
倫
理
学
の
基
礎
論
（
原
論
）
と
し
て
「
道

徳
哲
学
」„ M

oralphilosophie“

を
第
一
巻
第
一
部
と
し
て
含
ん
で
い
た
が
、
主
力

は
応
用
倫
理
部
門
の
社
会
倫
理
学
、
即
ち
、
第
二
巻
狭
義
の
社
会
倫
理
学
、
第
三

巻
国
家
倫
理
学
、
第
四
巻
経
済
倫
理
学
に
傾
注
さ
れ
て
い
た
。
第
三
版
に
お
い
て

こ
の
第
一
巻
第
一
部
は
著
し
い
拡
充
詳
述
を
施
さ
れ
、
題
目
も
「
基
礎
倫
理
学
」
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„Fundam
entalethik“

と
変
更
さ
れ
て
い
る
。
各
論
の
方
も
で
も
様
々
な
補
充
が
見

ら
れ
る
。
特
に
第
一
巻
第
三
部
法
哲
学
は
相
当
の
加
筆
が
施
さ
れ
た
。
尤
も
、
そ
の

う
ち
の
一
部
は
、
一
九
六
六
年
改
訂
時
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
最
終
版

は
原
書
で
一
四
〇
〇
頁
に
迫
る
大
著
で
あ
る
。

（
5
）
　

伝
統
的
自
然
法
倫
理
学
な
い
し
伝
統
的
自
然
法
論
と
は
、「
プ
ラ
ト
ン
及
び
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
遡
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
り
更

に
発
展
せ
し
め
ら
れ
、
十
六
、
十
七
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
人
学
者
、
と
り
わ
け
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
・
ビ
ト
リ
ア
及
び
ス
ア
レ
ス
に
よ
っ
て
第
二
盛
期
を
迎
え
、
そ
の
後
も

絶
え
る
こ
と
な
く
伝
統
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
思
惟
傾
向
」（J. M

essner, D
as 

N
aturrecht, S. 35, vgl. auch ders., K

ulturethik, 223― 224.

）
を
指
す
。
又
、
同
じ

自
然
法
論
と
は
い
っ
て
も
、
伝
統
的
自
然
法
論
は
、
観
念
論
的
自
然
法
論
と
も
唯
物

論
的
自
然
法
論
と
も
異
な
り
、（
一
）
人
間
が
倫
理
的
・
法
的
、
そ
れ
自
身
で
確
実

な
真
理
を
義
務
拘
束
的
な
妥
当
要
求
と
と
も
に
知
っ
て
お
り
、（
二
）
人
間
が
自
己

の
本
性
が
完
全
な
人
間
的
存
在
に
到
る
た
め
の
社
会
秩
序
へ
の
要
求
を
有
す
る
こ
と

を
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
二
つ
の
基
礎
を
人
間
本
性
自
身
の
中
に
見
出
す
も
の
で
あ

る
（J. M

essner, D
as N

aturrecht, S. 455f.

）。
要
す
る
に
、「
良
心
の
意
義
と
事
物

の
本
性
の
要
求
」（die B

edeutung des G
ew

issens u. die Forderung der N
atur 

der Sache

）
が
伝
統
的
自
然
法
論
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
で
あ
る
。
我
が
国
で
自

然
法
論
と
い
え
ば
、
決
ま
っ
て
啓
蒙
期
の
自
然
法
論
が
直
ち
に
連
想
さ
れ
て
し
ま

う
。
尚
、
次
の
書
物
は
、
メ
ス
ナ
ー
と
は
異
な
る
「
自
然
法
の
伝
統
」tradition of 

the natural law

を
説
い
て
い
る
。Jean Porter, N

ature A
s R

eason: A
 T

hom
istic 

T
heory of the N

atural L
aw

, W
m

. B
. E

erdm
ans P

ublishing, 2005, esp. pp. 1― 52, 

61 etc. 

ポ
ー
タ
ー
の
「
近
代
自
然
法
理
論
」（m

odern theories of natural law
）

は
メ
ス
ナ
ー
の
啓
蒙
期
自
然
法
論
に
相
当
す
る
が
、
メ
ス
ナ
ー
の
伝
統
的
自
然
法
論

に
ぴ
っ
た
り
相
当
す
る
も
の
は
見
ら
れ
ず
、「
中
世
の
ス
コ
ラ
学
（
者
た
ち
）」（the 

m
edieval scholastics

）
と
い
う
用
語
で
そ
れ
に
近
い
概
念
が
語
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 35, 455f., 471f.

（
7
）
　

拙
稿
「
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
の
現
代
的
意
義
」、
高
橋
広
次
編
『
現
代
社
会

と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
論
』（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
一
九
九
八
年
）
特
に

一
九
二
頁
以
下
。

（
8
）
　

V
gl. auch J. M

essner, D
as N

aturrecht, S. 304― 312, bes. 312; 3. A
ufl., 1958, 

S. 265― 271.

（
9
）
　

V
gl. A

lfred V
erdross, S

tatisches u
n

d dyn
am

isches N
atu

rrecht, 

Verlag R
om

bach F
reiburg 1971, S. 14

― 15 sow
ie ders., A

bendländische 

R
echtsphilosophie. Ihre G

rundlagen und H
auptproblem

e in geschichtlicher 

Schau, 2. erw
eiterte u. neubearbeitete A

ufl., Springer Verlag, W
ien 1963. 

フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
は
、
更
にN

aturgesetz

とN
aturrecht

の
二
語
に
就
き
周
到
な
考

察
を
施
し
て
い
る
。Siehe dazu A

. Verdross, A
bendländische R

echtsphilosophie, 

S
. 286ff. V

gl. G
allus M

. M
anser O

P, D
as N

aturrecht in thom
istischer 

B
eleuchtung, Freiburg 1944 und ders., A

ngew
andtes N

aturrecht, Freiburg 

1947. 

自
然
法
と
自
然
法
則
な
い
し
倫
理
法
則
（ius naturale et lex naturalis, 

N
aturrecht und N

aturgesetz

）
の
相
互
関
係
を
巡
る
伝
統
的
自
然
法
論
の
見
解
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伝
統
的
自
然
法
論
に
お
け
る
自
然
法
と
自
然
法
則
」、『
法
思
想

に
お
け
る
伝
統
と
現
在
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）（
一
八
四―

一
九
五

頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
尚
、
我
が
国
で
は
、
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
、
三
島
淑
臣
両

教
授
が
比
較
的
早
期
に
、
自
然
法
と
自
然
法
「
論
」
と
の
相
違
を
自
覚
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

（
10
）
　

人
権
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
人
間
の
権
利
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
権

利
と
同
一
で
あ
る
と
水
波
朗
博
士
は
、
斬
新
な
、
し
か
し
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば

極
め
て
当
然
な
学
説
を
提
唱
し
、
更
に
、
ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン
の
権
利
論
を
踏
ま
え
て

包
括
的
な
権
利
の
存
在
論
、
認
識
論
、
体
系
論
［
博
士
の
用
語
で
は
分
類
論
］
を
、

憲
法
学
の
人
権
論
と
の
連
関
で
説
い
て
い
る
。
水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知
』（
創

文
社
、
二
〇
〇
五
年
）
五
九
五―

六
四
二
頁
。
尚
、
正
義
原
理
に
対
す
る
ケ
ル
ゼ

ン
の
批
判
（H

ans K
elsen, R

eine R
echtslehre, 2. A

ufl., W
ien 1960, bes. 366f.

）

に
対
す
る
メ
ス
ナ
ー
に
よ
る
反
批
判
は
、
次
を
参
看
さ
れ
た
い
。J. M

essner, D
as 

N
aturrecht, S. 422ff.

（
11
）
　

他
の
箇
所
（J. M

essner, D
as N

aturrecht, S. 359.

）
で
は
、
人
間
仲
間
の
生
命
・

身
体
の
不
可
侵
、
名
誉
の
尊
重
、
契
約
遵
守
、
共
同
体
権
威
の
尊
重
、
良
心
の
自
由

等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）
　

„ D
ieser W

iderstand hat bew
iesen, daß die im

 R
echtsgew

issen begründete 
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R
echtsgew

alt sich gegenüber dem
 G

ew
altrecht zur G

eltung zu bringen 

w
uß te.“

（
13
）
　

V
gl. auch E

berhard S
chockenhoff, D

as G
ew

issen. Q
uelle sittlicher 

U
rteilskraft und personaler Verantw

ortung: K
irche und G

esellschaft N
r. 269, 

K
öln 2000, S. 4― 5.

（
14
）
　

自
然
法
論
者
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
黒
田
亘
教
授
（『
経
験
と
言
語
』
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、『
知
識
と
行
為
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）

は
「
基
礎
行
為
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
こ
う
し
た
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。

（
15
）
　

M
aurice M

erleau-P
onty, P

hénom
énologie de la perception

, E
ditions 

G
allim

ard Paris 1945, p. II et III, p. 494 et suiv. 

M
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
『
知

覚
の
現
象
学
』
第
一
巻
（
竹
内
芳
郎
・
小
木
貞
孝
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
）

三―

四
頁
、『
知
覚
の
現
象
学
』（
竹
内
芳
郎
・
木
田
元
・
宮
本
忠
雄
訳
）
第
二
巻
（
み

す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
）
三
三
九―
三
〇
四
頁
参
照
。

（
16
）
　

„ In diesem
 Sinne ist das N

aturrecht ein R
echtsbestand als Inbegriff von 

R
echten. A

ls solcher B
estand von R

echten ist das N
aturrecht die O

rdnung der 

in der m
enschlichen N

atur m
it ihren E

igenverantw
ortlichkeiten begründeten 

einzelm
enschlichen und gesellschaftlichen E

igenzuständigkeiten.“

（A
bh. 2, 

S. 22

）.

（
17
）
　

国
家
の
存
在
、
目
的
、
作
用
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
共
同
善
、
社
会
、
国
家―

ト

ミ
ス
ム
の
観
点
か
ら―

」『
法
政
研
究
』
第
五
十
九
巻
第
三
・
四
合
併
号
（
一
九
九
三

年
）、
拙
稿
「
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
と
伝
統
的
自
然
法
論
」『
社
会
と
倫
理
』
第
十
九

号
（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
）
第
四
章
、
及
び
、
拙
稿
「
共
同

善
と
補
完
性
原
理―

伝
統
的
自
然
法
論
の
立
場
か
ら―

」『
社
会
と
倫
理
』
第
二
十

号
（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
）
第
二
章
Ⅲ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
）
　

こ
の
事
態
を
見
誤
る
所
に
観
念
論
的
空
論
が
展
開
さ
れ
る
根
が
潜
ん
で
い
る
。
な

ま
じ
理
論
体
系
を
展
開
し
自
負
心
の
虜
に
な
っ
て
い
る
が
故
に
、
こ
れ
に
は
対
応
が

難
し
い
。「
書
物
の
文
義
を
理
解
で
き
な
い
」と
す
る
陳
九
川
に
対
し
て
、王
陽
明
は
、

「
心
明
白
な
れ
ば
、
書
も
自
然
と
融
會
す
。
若
し
心
上
に
通
ぜ
ず
し
て
、
只
だ
書
上

の
文
義
に
通
ぜ
ん
こ
と
を
要
め
ば
、
卻
（
か
え
）
っ
て
自
か
ら
意
見
を
生
ぜ
ん
。」

（『
傳
習
録
』
卷
下
、
十
七
）
と
言
っ
て
い
る
。
即
ち
、
陽
明
は
、
書
物
を
「
知
解
す

る
よ
り
も
心
解
せ
よ
」
と
述
べ
て
い
る
。
佐
藤
一
斎
の
こ
の
箇
所
の
註
釈
に
「［
陸
］

象
山
か
つ
て
説
く
、
意
見
に
溺
る
る
の
人
は
拯
（
す
く
）
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
見
え

る
（『
王
陽
明
全
集
一
巻
　

語
録
』
明
徳
出
版
社
、
修
訂
版
、
平
成
三
年
、
二
九
二

頁
欄
外
註
）。「
此
道
與
溺
於
利
欲
之
人
言
、
猶
易
。
與
溺
於
意
見
之
人
言
、
却
難
。」

（『
象
山
先
生
全
集
巻
三
十
四
』
傅
子
雲
編
録
）。
至
言
で
あ
る
。
因
み
に
、
同
一
で

は
な
い
に
せ
よ
類
似
の
言
葉
を
セ
ネ
カ
が
残
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
お

く
。“ Si ad naturam

 vives, num
quam

 eris pauper; si ad opiniones, num
quam

 

eris dives. E
xiguum

 natura desiderat, opinio im
m

ensum
.”

（Lucius A
nnaeus 

Seneca, E
pistolae M

orales, 16

）（
汝
自
然
に
沿
う
て
生
き
な
ば
絶
え
て
貧
し
か
ら

ざ
ら
む
。
意
見
に
沿
は
ば
絶
え
て
富
む
こ
と
あ
ら
ざ
ら
む
。
自
然
は
僅
少
を
欲
し
、

意
見
は
莫
大
を
欲
せ
ば
な
り
。）

（
19
）
　

A
rthur U

tz O
P, A

pproches d’ une philosophie m
orale, Fribourg Suisse 1972, 

pp. 13― 16.

（
20
）
　

J. M
essner, K

ulturethik, K
ap. 4 u. 5. 

尚
、
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の

良
心
論―

良
心
の
構
造
と
機
能
を
め
ぐ
っ
て―

」，『
自
然
法―

反
省
と
展
望
』（
創

文
社
、
一
九
八
七
年
）、
及
び
、
拙
稿
「
孟
子
の
倫
理
思
想
と
メ
ス
ナ
ー
の
良
心
論

―

自
然
法
と
実
践
知
に
就
い
て
の
一
比
較
試
論―

」『
自
然
法
と
実
践
知
』（
創
文
社
、

一
九
九
四
年
）
に
お
い
て
か
な
り
詳
し
く
論
じ
て
お
い
た
。

（
21
）
　

人
間
は
、
生
命
一
般
の
法
則
に
合
致
し
て
、
そ
の
潜
在
能
力
を
能
う
限
り
広
範
に

顕
現
す
る
こ
と
を
通
じ
て
自
己
完
成
な
い
し
存
在
充
足
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
。
し
か

し
、
霊
肉
一
体
的
な
本
性
故
に
、
人
間
は
自
足
的
で
は
あ
り
得
ず
、
他
者
と
の
交
流

と
協
同
（K

om
m

unikation u. K
ooperation

）
へ
の
規
定
の
下
、
自
然
本
性
的
に

社
会（
但
し
国
家
を
含
ん
だ
広
義
の
そ
れ
）を
志
向
し
て
い
る
。伝
統
的
自
然
法
論
は
、

そ
の
中
で
も
特
に
メ
ス
ナ
ー
は
そ
れ
に
注
意
を
促
す
の
で
あ
る
が
、人
間
は
静
態
的
・

抽
象
的
に
「
理
性
的
動
物
」anim

al rationale

と
把
握
さ
れ
て
足
り
る
も
の
で
は
な

い
。
経
験
現
実
に
学
び
続
け
た
メ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
は
、
人
間
は
、
な
る
ほ
ど
そ
の

実
在
的
本
質
定
義
か
ら
す
れ
ば
「
理
性
的
動
物
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
現
実
的

動
態
的
に
は
、「
歴
史
性
を
帯
び
た
文
化
的
存
在
」
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
メ
ス
ナ
ー

の
立
場
か
ら
は
、
文
化
と
自
然
と
に
つ
き
、
両
者
を
対
立
概
念
と
み
る
通
念
と
は
根

本
的
に
異
な
り
、
む
し
ろ
こ
れ
を
一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
歴
史
的
思
惟
産
物
と
見
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る
。
文
化
こ
そ
人
間
の
「
自
然
」
状
態
で
あ
る
。V

gl. J. M
essner, K

ulturethik, S. 

336― 344. 

こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
を
「
理
性
的
」
動
物
と
見
て
、
更
に
、
こ
の
理
性

を
身
体
の
機
能
に
還
元
す
る
と
こ
ろ
か
ら
昨
今
の
利
益
倫
理
学
や
「
パ
ー
ソ
ン
論
」

が
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
問
題
に
就
い
て
は
、
私
の
知
る
限
り
、
最
良
の
文
献
の
一

つ
と
し
て
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ペ
ル
ト
ナ
ー
の
次
の
論
文
が
あ
る
。G

ünther P
öltner, 

A
chtung der W

ürde und Schutz von Interessen, in: D
er M

ensch als M
itte und 

M
aßstab der M

edizin, herausgegeben von Johannes B
onelli, W

ien 1992, S. 3―

32. 

尚
、
本
論
文
に
つ
い
て
は
拙
訳
「
尊
厳
の
尊
重
と
利
益
の
保
護
」
が
『
社
会
と

倫
理
』
第
十
九
号
（
社
会
倫
理
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 56f, 314― 318; u. ders., D

as G
em

einw
ohl. 

Idee, W
irklichkeit, A

ufgaben, 2. A
uflage O

snabrück 1968, S. 45― 49, 70. 

か

つ
て
私
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有
名
な
「
ポ
リ
ス
的
動
物
」zoon politikon

と

メ
ス
ナ
ー
の
見
解
を
加
味
し
て
、
人
間
と
は
「
国
家
を
志
向
す
る
家
族
的
存
在
」

„ ein staatsbezogenes Fam
ilienw

esen“
で
あ
る
、
と
い
う
新
し
い
定
義
を
提

案
し
た
こ
と
が
あ
る
。H

ideshi Yam
ada, P

hilosophische Ü
berlegungen über 

die M
enschenrechte, in: R

udolf W
eiler

（H
rsg.
）V

ölkerrechtsordnung und 

Völkerrechtsethik. D
uncker &

 H
um

blot, B
erlin 2000, S. 125― 127.

（
23
）
　

水
波
朗
博
士
は
、
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
に
就
い
て
、
メ
ス
ナ
ー
と
同
じ
認
識
に

立
っ
て
興
味
深
い
分
析
を
加
え
て
い
る
（
水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知
』、
四
四
五

頁
以
下
）。
自
然
法
論
の
国
際
法
領
域
へ
の
適
用
は
、
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
や
ヴ
ァ
イ

ラ
ー
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。A

lfred Verdross, U
niverselles Völkerrecht: 

T
heorie u. P

raxis

（in Verbindung m
it B

runo Sim
m

a

）, B
erlin 1976 sow

ie 

R
udolf W

eiler, Internationale E
thik, 2 B

de., B
erlin 1986, 1989.

（
24
）
　

A
. Verdross, A

bendländische R
echtsphilosophie, S. 68f., 74― 82, 87, bes. 

273― 278. sow
ie ders., Statisches und dynam

isches N
aturrecht, S. 92ff., bes. S. 

101― 117. G
allus M

. M
anser O

P, D
as N

aturrecht in thom
istischer B

eleuchtung, 

Fribourg 1948, u. ders., A
ngew

andtes N
aturrecht, Fribourg 1955.

（
25
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 312.

（
26
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 312.

（
27
）
　

メ
ス
ナ
ー
同
様
、
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
も
自
然
法
に
定
位
し
た
哲
学
的
カ
ト

リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
を
一
貫
し
て
論
じ
て
い
た
。V

gl. hierzu B
ernd K

ettern, 

Sozialethik und G
em

einw
ohl. D

ie B
egründung einer realistischen Sozialethik 

bei A
rthur U

tz, B
erlin 1992, S. 106― 109. 

我
が
国
で
こ
れ
を
常
に
自
覚
的
に
実
践

し
た
の
が
水
波
朗
博
士
で
あ
る
。
水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知
』
全
篇
を
参
照
さ
れ

た
い
。
こ
の
問
題
意
識
は
、
メ
ス
ナ
ー
『
自
然
法
』
の
共
訳
者
で
あ
る
、
水
波
朗
博

士
、
野
尻
武
敏
博
士
の
門
下
生
達
を
除
く
外
、
一
般
的
に
は
我
が
国
で
は
余
り
強
く

自
覚
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
否
、
問
題
の
存
在
す
ら
知
ら
な
い
研
究
者

が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　
　
　

尚
、
生
命
倫
理
学
上
の
重
要
論
点
の
一
つ
で
あ
る
「
人
間
の
胚
」
の
哲
学
的
・
倫

理
学
的
地
位
・
身
分
に
就
い
て
、
哲
学
的
観
点
と
神
学
的
観
点
か
ら
論
じ
た
二
つ
の

論
文
（
宮
川
俊
行
「
ヒ
ト
初
期
胚
の
道
徳
的
身
分
を
巡
っ
て―

ト
マ
ス
主
義
倫
理
学

的
考
察―

」、
浜
口
吉
隆
「『
人
間
の
胚
』
の
倫
理
的
地
位―

カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
神
学

の
立
場
か
ら―

」）
が
『
社
会
と
倫
理
』
第
十
七
号
（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、

二
〇
〇
四
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
28
）
　

拙
稿
「
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
理
論
の
現
代
的
意
義
」
一
八
九―

一
九
五
頁
、
及

び
、
拙
稿
「
共
同
善
と
補
完
性
原
理―

伝
統
的
自
然
法
論
の
立
場
か
ら―

」
第

五
六
、
五
七
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。
尚
、
欧
語
文
献
と
し
て
は
次
の
好
著
が
あ
る
。

Franz K
lüber, D

er U
m

bruch des D
enkens in der katholischen Soziallehre, K

öln 

1982.

（
29
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 372.

（
30
）
　

R
. Schnackenburg, D

ie neutestam
entliche Sittenlehre in ihrer E

igenart 

im
 Vergleich zu einer natürlichen E

thik, in: M
oraltheologie und B

ibel, hrsg. 

v. J. Stelzenberger, 1964, S. 66f., ders., D
ie Sittliche B

otschaft des N
euen 

Testam
ents, 1954, S. 206f.

（
31
）
　

B
ernhard Schöpf, D

as N
aturrecht in der katholischen M

oraltheologie, 

in: H
öffner-Verdroß -V

ito

（H
rsg.

）, N
aturordnung in G

esellschaft, Staat und 

W
irtschaft, W

ien 1961, S. 99ff.

（
32
）
　

B
. Schöpf, D

as N
aturrecht in der katholischen M

oraltheologie, S. 102.

（
33
）
　

松
本
正
夫
『
神
学
と
哲
学
の
時
代
』
中
央
出
版
社
、
一
九
六
八
年
。

（
34
）
　

B
. Schöpf, a. a. O

., S. 104.
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（
35
）
　

L
. H

. A
doph G

eck, D
ie Sozialtheologie im

 D
ienste der B

ew
ältigung 

der Sozialordnng, in: H
öffner-Verdroß-V

ito

（H
rsg.

）, N
aturordnung in 

G
esellschaft, Staat und W

irtschaft, W
ien 1961, S. 176.

（
36
）
　

Joseph H
öffner, Johannes M

essner und die R
enaissance des N

aturrechts, 

in: H
öffner-Verdroß-V

ito

（H
rsg.

）, N
aturordnung in G

esellschaft, Staat und 

W
irtschaft, W

ien 1961, S. 23.

（
37
）
　

V
gl. W

ilhelm
 W

eber, A
rtikel „ Sozialtheologie“  in: A

lfred K
lose, W

olfgang 

M
antl, Valentin  Zsifkovits

（H
rsg.

）, K
atholisches Soziallexikon, W

ien 1980.

（
38
）
　

V
gl. J. M

essner, D
as N

aturrecht, S
. 129. N

ikolaus M
onzel, W

as ist 

C
hristliche Soziallehre?

（1956

）, jetzt w
iederabgedruckt in: ders., Solidarität 

und Selbstverantw
ortung, B

eiträge zur christlichen Soziallehre, M
ünchen 1959.

（
39
）
　

拙
稿
「
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
思
想
的
境
位
」『
南
山
法
学
』
第
十
六
巻
第
三
・
四

合
併
号
（
一
九
九
三
年
）、
一
一
四―
一
一
七
頁
。
尚
、
現
代
ド
イ
ツ
の
代
表
的
政

治
倫
理
学
者
で
あ
る
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ズ
ー
ト
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
政
治
倫

理
学
の
相
互
関
係
を
確
定
す
る
作
業
の
一
環
で
、
モ
ン
ツ
ェ
ル
＝
メ
ス
ナ
ー
論
争
の

検
討
に
は
踏
み
込
ま
ず
に
、
両
者
の
基
本
的
な
姿
勢
を
紹
介
し
て
い
る
。B

ernhard 

Sutor, Politische E
thik: G

esam
tdarstellung auf der B

asis der C
hristlichen 

G
esellschaftslehre, Paderborn 2. A

ufl., 1992, S. 123― 124. 
尤
も
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
学
者
と
し
て
ズ
ー
ト
ル
は
、「
我
々
は
啓
示
に
よ
っ
て
、
人
間
に
つ
い
て
、
造

物
主
に
よ
る
被
造
物
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
し
て
究
極
的
な
召
命
に
つ
い
て

知
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
信
仰

は
死
ん
だ
も
の
と
な
る
。
彼
等
は
分
裂
し
た
意
識
の
も
と
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
。

…
…
実
際
上
は
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
学
、
詰
り
哲
学
的
・
神
学
的
全
体
に
お
い
て
見

ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
像
が
常
に
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
理
論
及
び
倫
理
学
の
基

礎
を
成
し
て
い
る
。」
と
論
じ
て
い
る
（B

. Sutor, Politische E
thik, S. 125

）。

（
40
）
　

メ
ス
ナ
ー
は
代
表
作
の
一
つ
『
社
会
問
題
』
に
お
い
て
も
同
様
の
見
解
を
表

明

し

て

い

る
。V

gl. J. M
essner, D

ie soziale Frage im
 B

lickfeld der Irrw
ege 

von gestern, der Sozialkäm
pfe von heute, der W

eltentscheidung von m
orgen, 

6. A
ufl. 1956, S. 332 sow

ie 7. A
ufl. 1964, S. 334. „ A

ußerdem
 w

ar G
eistern 

von so entscheidender B
edeutung für die christliche G

esellschaftslehre w
ie 

A
ugustin und T

hom
as von A

quin auch klar, daß die christliche O
ffenbarung 

nichts über die w
esenhafte N

atur des M
enschen sagt, w

as nicht auch seiner 

Vernunfterkenntnis zugänglich w
äre. D

ie O
ffenbarung gibt dem

 M
enschen 

K
larheit und G

ew
ißheit über das, w

as ihn auch das L
icht der Vernunft 

erkennen läßt.“

（
41
）
　

W
ilhelm

 W
eber, D

er soziale L
ehrauftrag der K

irche, K
öln 1975, S. 19. „ D

ie 

E
rkenntnis und W

illenskraft des M
enschen ist durch die E

rbsünde zw
ar 

nicht zerstört, aber entscheidend geschw
ächt. D

aher bedarf der M
ensch 

nach dem
 Sündenfall der göttlichen O

ffenbarung und der G
nade, dam

it 

er auch seine ihm
 von G

ott ins H
erz geschriebenen R

echte und P
flichten 

besser erkennen kann.“

（
42
）
　

Zitat aus N
ikolaus M

onzel, W
as ist C

hristliche Soziallehre?, S. 17.

（
43
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 129 A

nm
. 1 u. S. 141f. „ A

us dem
 G

lauben, 

der G
nade und dem

 von ihr erleuchteten G
ew

issen stam
m

en keinerlei neue 

E
insichten in die G

rundgesetze des gesellschaftlichen L
ebens, sondern nur 

neue K
räfte, um

 die in seinen naturverw
urzelten O

rdnungen gesteckten 

Ziele vollkom
m

en zu erreichen.“

（
44
）
　

批
判
的
合
理
主
義
者
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
も
認
識
の
起
源
と
そ
の
価
値
に
就
い
て
、

同
じ
見
解
を
採
っ
て
い
る
。K

arl R
aim

und Popper, C
onjectures and refutations, 

H
arper &

 R
ow

, P
ublishers 1968, Introduction: O

n the Sources of K
now

ledge 

and of Ignorance, p. 24.

（
45
）
　

尚
、
良
心
な
い
し
良
知
（conscientia, syneidesis vel synderesis

）
と
自
然
法

（lex naturalis

）、
心
の
割
礼
、
肉
の
割
礼
と
自
然
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
浜
口

吉
隆
『
伝
統
と
刷
新―

キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
根
底
を
探
る
』（
南
窓
社
、一
九
九
六
年
）

第
三
章
、
特
に
一
〇
二―

一
二
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
46
）
　

J. M
essner, D

ie soziale Frage, 6. A
ufl., 1956, S. 295; 7. A

ufl., 1964, S. 291―

292.

（
47
）
　

社
会
諸
原
理
（Sozialprinzipien

）
に
就
い
て
は
、
論
者
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
完

全
一
致
を
見
る
訳
で
は
な
い
。
メ
ス
ナ
ー
は
、
自
由
原
理
、
共
同
善
原
理
、
補
完
性

原
理
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
（D

ie soziale Frage, 6. A
ufl., S. 342― 376; 7. A

ufl., S. 
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344― 381

）。
諸
原
理
相
互
間
の
理
解
に
就
い
て
も
、
論
者
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
の

相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
拙
稿
「
共
同
善
と
補
完
性
原
理―

伝

統
的
自
然
法
論
の
立
場
か
ら―

」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
尚
、「
実
体
的
存
在
」
で
あ

る
人
間
に
対
し
て
、実
体
的
存
在
で
は
な
い
も
の
の
客
観
的
存
在
性
格
を
有
す
る「
偶

有
的
存
在
」
で
あ
る
社
会
と
に
対
す
る
洞
見
知
に
定
礎
さ
れ
て
、
補
完
性
の
原
理
と

い
う
存
在
論
的
事
態
、
並
び
に
こ
れ
へ
の
洞
見
が
あ
り
、
人
間
の
た
め
の
社
会
、
人

間
の
た
め
の
国
家
と
い
う
認
識
が
あ
る
。

（
48
）
　

J. M
essner, D

ie soziale Frage, 6. A
ufl., S. 293f; 7. A

ufl., S. 289― 290. V
gl. 

auch B
ernhard Sutor, K

leine politische E
thik, O

pladen 1997, S. 28― 29.

（
49
）
　

人
権
と
は
異
な
る
も
の
の
、
名
誉
に
つ
い
て
『
孟
子
』
で
は
「
天
爵
」
と
「
人
爵
」

の
対
比
で
興
味
深
い
説
明
を
与
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
爵
位
は
「
人
為
的
な
も
の
」

と
考
え
ら
れ
る
が
、
孟
子
は
こ
れ
を
「
非
人
為
的
な
」
爵
位
と
し
て
の
「
天
爵
」
と

の
対
比
に
お
い
て
、相
対
化
し
得
た
の
で
あ
っ
た（『
孟
子
』告
子
章
句
上
第
十
六
章
）。

更
に
、「
趙
孟
の
貴
く
す
る
所
は
、
趙
孟
能
く
之
を
賤
し
く
す
」（
同
第
十
七
章
）
と

い
う
句
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
50
）
　

A
. Verdross, A

bendländische R
echtsphilosophie, S. 109. D

ers., Statisches 

und dynam
isches N

aturrecht, S. 24― 25.

（
51
）
　

R
udolf von Ihering, D

er Zw
eck im

 R
echt, 8. A

ufl. 1923, B
d. II. S. 126

（2. 

A
ufl. 1886, S. 161

）. Zitat aus J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 237 A

nm
. 2. 

„ Staunend frage ich m
ich, w

ie es m
öglich w

ar, daß solche W
ahrheiten, 

nachdem
 sie einm

al ausgesprochen w
aren, bei unserer protestantischen 

W
issenschaft so gänzlich in Vergessenheit geraten können. W

elche Irrw
ege 

hätte sie sich ersparen können, w
enn sie dieselben behärzigt hätte! Ich 

m
einerseits hätte vielleicht m

ein ganzes B
uch nicht geschrieben, w

enn 

ich sie gekannt hätte, denn die G
rundgedanken, um

 die es m
ir zu tun w

ar, 

finden sich schon bei jenem
 gew

altigen D
enker in vollendeter K

larheit und 

prägnantester Fassung ausgesprochen.“

（
52
）
　

“ W
e hold these Truths to be self-evident, that all M

en are created equal, 

that they are endow
ed by their C

reator w
ith certain unalienable R

ights, that 

am
ong these are L

ife, L
iberty, and the P

ursuit of H
appiness.”  

訳
文
は
、
斉
藤

真
訳
、『
人
権
宣
言
集
』（
岩
波
文
庫
）
一
一
四
頁
に
依
る
。

（
53
）
　

J. M
essner, K

ulturethik, S. 12― 14.

（
54
）
　

J. M
essner, D

as G
em

einw
ohl, S. 50― 52.

（
55
）
　

ト
マ
ス
の
所
有
思
想
の
立
体
的
構
造
の
解
明
を
試
み
た
拙
稿
「『
百
周
年
回
勅
』

の
今
日
的
意
義―

法
哲
学
的
観
点
か
ら―

（
二
）」『
社
会
倫
理
研
究
』
第
二
号

（
一
九
九
三
年
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
56
）
　

王
陽
明
は
、
良
知
が
万
人
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
二
人
の
門
人
（
夏
于
中
、

雛
謙
之
）
に
向
っ
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
先
生
曰
く
、
人
は
胸
中
に
各
々

箇
の
聖
人
有
り
。
…
…
良
知
の
人
に
在
る
は
、
隨
（
た
と
）
ひ
你
（
な
ん
ぢ
）
如
何

に
す
る
も
、
泯
滅
（
び
ん
め
つ
）
す
る
能
は
ず
、
盗
賊
と
雖
も
亦
自
ら
當
に
盗
を
爲

す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
。
他
（
か
れ
）
を
喚
（
よ
）
ん
で
賊
と
做
せ
ば
、他
（
か
れ
）

還
つ
て
忸
怩
た
り
。」
と
。『
傳
習
録
』
巻
下
第
七
章
。

（
57
）
　

“ A
D

 T
E

R
T

IU
M

 dicendum
 quod hom

o peccando ab ordine rationis recedit: 

et ideo decidit a dignitate hum
ana, prout scilicet hom

o est naturaliter liber et 

propter seipsum
 existens, et incidit quodam

m
odo in servitutem

 bestiarum
, ut 

scilicet de ipso ordinetur secundum
 quod est utile aliis.”

（
58
）
　

尚
附
言
し
て
お
く
と
、
自
由
（Freiheit

）
の
真
の
意
味
は
、
拘
束
を
免
れ
て
い

る
「
か
ら
の
自
由
」（Freiheit „ von“

）
で
は
な
く
、
却
っ
て
人
間
本
性
充
足
へ

と
拘
束
さ
れ
て
い
る
「
へ
の
自
由
」（Freiheit „zu“

）
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
こ

れ
に
就
き
、J. M

essenr, D
as G

em
einw

ohl, S. 135f. 

及
び
、
水
波
朗
『
基
本
的

人
権
と
公
共
の
福
祉
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
八
八―

九
三
頁
、
拙

稿
「
共
同
善
と
補
完
性
原
理
」
第
四
八
節
（
一
一
三―

一
一
四
頁
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。
学
識
豊
富
を
誇
示
す
る
者
で
は
な
く
、「
た
だ
の
人
」（der einfache M

ann

）

が
こ
れ
を
現
実
に
生
き
、
確
証
し
て
い
る
こ
と
を
メ
ス
ナ
ー
は
力
説
す
る
。V

gl. J. 

M
essner, D

as G
em

einw
ohl, S. 33.

（
59
）
　

V
gl. J. M

essner, K
ulturethik, S. 279― 280.

（
60
）
　

Im
m

anuel K
ant, G

rundlegung zur M
etaphysik der Sitten, Felix M

einer 

Verlag, S. 54― 55: „ D
er praktische Im

perativ w
ird also folgender sein: H

andle 

so, daß du die M
enschheit, sow

ohl in deiner Person als in der Person eines 

jeden anderen, jederzeit zugleich als Zw
eck, niem

als bloß als M
ittel brauchest.“
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（
61
）
　

„ A
lle M

enschen sind frei und gleich an W
ürde und R

echten geboren. Sie 

sind m
it Vernunft und G

ew
issen begabt und sollen einander im

 G
eiste der 

B
rüderlichkeit begegnen.“

（
62
）
　

人
間
の
尊
厳
を
根
幹
に
据
え
て
生
命
倫
理
の
諸
問
題
を
考
察
す
る
論
著
と
し
て
、

秋
葉
悦
子
訳
著
『
ヴ
ァ
チ
カ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
生
命
倫
理―

ヒ
ト
胚
の
尊
厳
を
め

ぐ
っ
て―
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
看
さ
れ
た
い
。
現
代
の
多
元
社
会

に
お
い
て
「
寛
容
」
の
概
念
を
精
査
す
る
に
際
し
て
も
「
人
間
の
尊
厳
」
が
決
定
的

で
あ
る
こ
と
に
就
い
て
、A

bh. 16, S. 291f. 

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
63
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, Vorw

ort, S. 25, usw
. 

同
じ
姿
勢
で
重
点
を
よ

り
基
礎
的
な
理
論
に
置
い
た
仕
事
は
、『
文
化
倫
理
学
』K

ulturethik

（W
ien 

1954

）
の
執
筆
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
。Siehe auch R

udolf W
eiler (H

rsg.), D
ie 

W
iederkehr des N

aturrechts und die N
euevangelisierung E

uropas, W
ien 2005, 

S. 36ff., bes. S. 36 A
nm

. 56.

（
64
）
　

Johannes M
essner, Zur O

ntologie des G
em

einw
ohls, in: Salzburger 

Jahrbu
ch fü

r P
hilosophie, B

an
d V

/V
I 1962. Johannes M

essner, D
as 

G
em

einw
ohl, 2. A

uflage O
snabrück 1968, S. 257f.

（
65
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, K

ap. 40, bes. S. 256― 258. 

「
諸
文
化
の
発
展
、

自
然
法
意
識
の
発
展
、
法
秩
序
と
社
会
秩
序
の
発
展
と
は
、
こ
う
し
て
連
動
し
つ
つ

相
互
に
制
約
し
合
う
。」（A

bh. 2, S. 46

）

（
66
）
　

T
hom

as d’  A
quino, Sum

m
a T

heologiae, 2-II., qu. 57 art. 2.

（
67
）
　

T
hom

as d’  A
quino, Sum

m
a T

heol., 1-II., qu. 97 art. 1 et 2.

（
68
）
　

実
質
的
に
ト
マ
ス
主
義
者
と
い
っ
て
い
い
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ン
ケ
ル
に
登

場
す
る „ K

ernbestand an E
insichten“

（H
einrich H

enkel, E
inführung in die 

R
echtsphilosophie, 2. A

uflage, M
ünchen 1977, S. 376

）
は
そ
の
趣
旨
を
正
確
に

理
解
し
え
た
な
ら
ば
、「
洞
見
の
核
心
要
件
」
又
は
「
認
識
の
核
心
要
件
」
と
辞
書

に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
訳
語
を
当
て
る
方
が
（
水
波
朗
『
ト
マ
ス
主
義
の
法
哲
学
』

二
七
七
頁
）、
辞
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
訳
語
、
即
ち
、「
在
庫
」
と
か
「
現
在
高
」

と
訳
す
よ
り
も
遥
か
に
原
意
に
近
い
の
で
あ
る
。

（
69
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 432 A

nm
. 8. 

メ
ス
ナ
ー
に
よ
る
と
、
社
会
的

正
義
を
正
義
の
特
別
な
種
類
の
も
の
と
し
て
初
め
て
詳
細
に
基
礎
付
け
た
の
は
、
メ

ス
ナ
ー
彼
自
身
で
あ
っ
た
。V

gl. auch A
lfred K

lose, Soziale G
erechtigkeit als 

eigene U
nterteilung der G

erechtigkeit, in: R
udolf W

eiler u. A
kira M

izunam
i

（H
rsg.

）, G
erechtigkeit in der sozialen O

rdnung, B
erlin 1999.

（
70
）
　

Johannes M
essner, E

ntw
icklungshilfe und N

eue W
eltw

irtschaftsordnung, 

K
öln 1978.

（
71
）
　

拙
稿
「
自
然
法
論
的
認
識
論―

メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
一
貢
献―

」、『
法
と
国
家

の
基
礎
に
あ
る
も
の
』
創
文
社
、
一
九
八
九
年
。

（
72
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 315.

（
73
）
　

J. M
essner, K

ulturethik, S. 244.

（
74
）
　

J. M
essner, D

as N
aturrecht, S. 318.

（
75
）
　

主
著
と
し
てFranz B

öckle, Fundam
entalm

oral, 6. A
ufl., D

üsseldorf 1991

が
あ
る
。
彼
の
後
任
で
後
継
者
は
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
ヘ
ー
フ
ァ
ー
で
、
そ
の
主
著
と
し

て
は
、G

erhard H
över, R

eligion und M
enschenrechte, 2001

が
あ
る
。

（
76
）
　

主
著
と
し
てB

runo Schüller, D
ie B

egründung sittlicher U
rteile, D

üsseldorf 

1980

が
あ
る
。

（
77
）
　

F
ranz B

öckle

（H
rsg.

）, D
as N

aturrecht im
 D

isput, P
atm

os-V
erlag, 

D
üsseldorf 1966.

（
78
）
　

メ
ス
ナ
ー
は
、
タ
パ
レ
ッ
リ
に
つ
い
て
相
当
研
究
を
積
ん
で
い
た
。
そ
の
影

響
度
に
つ
い
て
は
（
多
少
留
保
を
伴
う
趣
旨
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
）
ウ
ッ
ツ

が
随
所
で
指
摘
し
て
い
る
程
で
あ
る
。Siehe z. B

. A
rthur Fridolin U

tz, E
thik 

des G
em

einw
ohls, Paderborn 1998, S. 189, 212― 217. 

メ
ス
ナ
ー
自
身
に
よ
る

タ
パ
レ
ッ
リ
論
は
次
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。J. M

essner, D
ie E

rfahrung 

in der N
aturrechtslehre von Taparelli, in: M

iscelanea Taparelli, A
nalecta 

G
regoriana, V 133, R

om
 1964. 

尚
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
法
哲
学
会
に
お
け
る
有
力

な
ト
ミ
ス
ト
で
あ
る
ト
リ
ジ
ョ
ー
教
授
に
よ
る
十
九
世
紀
ミ
ラ
ノ
の
司
教
ロ
ス

ミ
ー
ニ
の
再
発
掘
と
そ
の
評
価
も
注
目
に
値
す
る
。R

osm
ini, Introduction à la 

philosophie, Introd., trad. et notes de Jean-M
arc Trigeaud, concours C

entro 

Internaz. S. R
. de Stresa, 1992.

（
79
）
　

F. B
öckle, D

as N
aturrecht im

 D
isput, S. 130.

（
80
）
　

F. B
öckle, D

as N
aturrecht im

 D
isput, S. 125.
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（
81
）
　

F. B
öckle, D

as N
aturrecht im

 D
isput, S. 126.

（
82
）
　

Joseph F
letcher, Situation E

thics. T
he N

ew
 M

orality, P
hiladelphia 1966. 

義

務
直
覚
主
義
及
び
価
値
直
覚
主
義
に
対
す
る
簡
潔
な
批
判
と
し
て
、J. M

essner, 

E
thik. K

om
pendium

 der G
esam

tethik, Innsbruck-W
ien-M

ünchen 1955, S. 22―

23
を
、
よ
り
詳
細
はJ. M

essner, K
ulturethik, S. 48― 50, 166, 204f., 223, 234 

usw
. 

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
83
）
　

尚
、
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
思
想
の
中
心
構
想
と
し
て
、
人
格
を
基
礎
に
据
え
た
社

会
構
成
の
た
め
の
諸
原
理
に
就
い
て
の
周
到
な
伝
統
的
考
察
が
含
ま
れ
て
い
る
の

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
論
文
集
に
は
纏
ま
っ
た
記
述
は
少
な
い
。
こ
れ
に

就
い
て
は
、
次
著
を
参
照
さ
れ
た
い
。J. M

essner, D
ie soziale Frage, 6. u. 7. 

A
ufl., K

ap. 113 bis 119 sow
ie J. M

essner, D
as N

aturrecht, K
ap. 22 bis 31 u. 

43, 44, 45 usw
. 

尚
、
自
然
法
論
が
特
に
重
視
す
る
社
会
構
成
原
理
の
一
つ
で
あ

る
「
補
完
性
原
理
」
に
つ
い
て
は
次
の
二
著
を
参
照
さ
れ
た
い
。A

rthur-Fridolin 

U
tz, Form

en und G
renzen des Subsidiaritätsprinzips, H

eidelberg 1956. Josef 

Isensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, E
ine Studie über das 

R
egulativ des Verhältnisses von Staat und G

esellschaft, 2. A
ufl. m

it N
achtrag: 

D
ie Zeitperspektive 2001 Subsidiarität

－das P
rinzip und seine P

räm
issen, 

D
uncker u. H

um
blot B

erlin 2001. 

邦
語
文
献
と
し
て
は
、
澤
田
昭
夫
「
補
完

性
原
理T

he P
rinciple of Subsidiarity: 

分
権
主
義
的
原
理
か
集
合
主
義
的
原
理

か
？
」『
E 

C
統
合
の
深
化
と
拡
大
』（
日
本
E 

C
学
会
年
報
　

第
十
二
号
、有
斐
閣
、

一
九
九
二
年
）、宮
川
俊
行
「『
補
完
性
原
理
』
の
ト
マ
ス
主
義
社
会
倫
理
学
的
考
察
」

『
法
の
理
論
17
』（
成
文
堂
、
一
九
九
七
年
）、
拙
稿
「
共
同
善
と
補
完
性
原
理―
伝

統
的
自
然
法
論
の
立
場
か
ら―

」
等
が
あ
る
。

（
84
）
　

水
波
朗
『
自
然
法
と
洞
見
知
』
三
一
三
頁
、
拙
稿
「
共
同
善
と
補
完
性
原
理
」
第

五
〇
節
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
85
）
　

V
gl. R

udolf W
eiler, E

thik und Sozialw
issenschaften. Ü

berlegungen zur 

Soziallehre an katholisch-theologischen Fakultäten, in: D
ie neue O

rdnung, N
r. 

5/1995 und ders., D
ie W

iederkehr des N
aturrechts und die N

euevangelisierung 

E
uropas, S. 53f.

（
86
）
　

R
udolf W

eiler, D
ie W

iederkehr des N
aturrechts und die N

euevangelisierung 

E
uropas, A

nhang: W
ie Johannes M

essner das “ N
aturrecht”  neu verstand, S. 

92ff.

（
87
）
　

R
. W

eiler, D
ie W

iederkehr des N
aturrechts, S. 92. 

解
放
の
神
学
に
就
い

て
の
メ
ス
ナ
ー
の
評
価
は
頗
る
厳
し
い
。J. M

essner, M
enschenw

ürde und 

M
enschenrecht, S. 283, u. ders., M

arxism
us, N

eom
arxism

us und der C
hrist, 

K
irche und G

esellschaft N
r. 22, K

öln 1975, S. 13― 15.

（
88
）
　

拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
良
心
論―

良
心
の
構
造
と
機
能
を
め
ぐ
っ
て

―

」『
自
然
法―

反
省
と
展
望
』（
創
文
社
、
一
九
八
七
年
）、
一
五
九―

一
六
〇
頁

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
89
）
　

R
. W

eiler, D
ie W

iederkehr des N
aturrechts, S. 93.

（
90
）
　

R
udolf W

eiler, „ D
ie M

enschheit in vielen E
thosform

en und K
ulturen 

vor der Frage nach der sittlichen O
rdnung“ , in: D

ie E
inheit der K

ulturethik 

in vielen E
thosform

en hrsg. von W
. F

reistetter u. R
. W

eiler, D
uncker u. 

H
um

blot, 1993, 39.

（
91
）
　

R
. W

eiler, D
ie W

iederkehr des N
aturrechts, S. 94.

（
92
）
　

R
. W

eiler, D
ie W

iederkehr des N
aturrechts, S. 95.

（
93
）
　

R
. W

eiler, D
ie W

iederkehr des N
aturrechts, S. 96.

（
94
）
　

J. M
essner, K

ultuethik, S. 237ff.

（
95
）
　

R
. W

eiler, D
ie W

iederkehr des N
aturrechts, S. 96.

（
96
）
　

J. M
essn

er, D
as N

atu
rrecht, S

. 42
― 48. V

gl. R
u

dolf W
eiler, D

ie 

„ existentiellen Zw
ecke“  im

 Verständnis von Johannes M
essner, in: V. 

Zsifkovits u. R
. W

eiler

（H
g.

）, E
rfahrungsbezogene E

thik, B
erlin 1981.

（
97
）
　

R
. W

eiler, D
ie W

iederkehr des N
aturrechts, S. 97 u. 94.

（
98
）
　

独
語
圏
を
中
心
に
眺
め
ら
れ
た
自
然
法
論
の
盛
衰
に
つ
い
て
は
、R

. W
eiler, D

ie 

W
iederkehr des N

aturrechts

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
99
）
　

本
論
文
、
註
（
22
）
参
照
。

（
100
）
　

J. M
essner, D

ie soziale Frage, 6. A
ufl., S. 680. 

本
論
文
第
二
八
節
を
も
参
看
さ

れ
た
い
。「
社
会
の
細
胞
」
と
し
て
の
家
族
の
有
す
る
生
物
学
的
、
道
徳
的
、
文
化

的
含
意
に
就
い
て
は
、
次
を
参
照
さ
れ
た
い
。J. M

essner, E
thik, S. 312― 313. 

尚
、

『
社
会
と
倫
理
』
第
十
一
・
十
二
合
併
号
（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
二
〇
〇
一



社 会 と 倫 理

110

年
）
所
収
の
「
特
集
　

家
族
と
世
代
間
倫
理
」
の
掲
載
諸
論
文
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
101
）
　

J. M
essner, M

enschenw
ürde und M

enschenrecht, S. 328. 

L
ite

ra
tu

r

Johannes M
essner, D

as N
aturrecht. H

andbuch der G
esellschaftsethik, Staatsethik 

und W
irtschaftsethik, 1. u. 2. A

ufl., Tyrolia, Innsbruck-W
ien-M

ünchen 1950; 3. 

u. 4. A
ufl., 1958; 5. u. 6. A

ufl., 1966; 7. unveränderte A
ufl., B

erlin 1984.

Johannes M
essner, E

thik
. K

om
pendium

 der G
esam

tethik, Innsbruck-W
ien-

M
ünchen 1955.

Johannes M
essner, D

ie soziale Frage
 im

 B
lickfeld der Irrw

ege von gestern, der 

Sozialkäm
pfe von heute, der W

eltentscheidung von m
orgen, neubearbeitete 6. 

A
uflage, Tyrolia, Innsbruck-W

ien-M
ünchen 1956; 7. A

ufl., 1964.

Johannes M
essner, D

as G
em

einw
ohl - Idee, W

irklichkeit, A
ufgaben, 1. A

ufl., 

O
snabrück 1962; 2. w

esentlich erw
eiterte A

ufl., O
snabrück 1968.

Johannes M
essner, E

thik und G
esellschaft - A

ufsätze 1965― 1974, K
öln 1975.

Johannes M
essner, M

arxism
us, N

eom
arxism

us und der C
hrist, K

irche und 

G
esellschaft N

r. 22, K
öln 1975.

Johannes M
essner, E

ntw
icklungshilfe und N

eue W
eltw

irtschaftsor-dnung
, 

K
öln 1978.

Johannes M
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